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多くの場合、成否を分けるのはスピードではなく「温度」
である。

人体の平熱はおよそ37度であるが、ビジネスの体温は
どうであろうか。

ビジネスの健全性を測る指標は、製品、技術、チャネル、
マネジメント、資金などさまざまなものがある。果たして「万
能の経営モデル」は存在するのだろうか。「あおり商法」「バ
ズる商品の開発」「シーン革命」……私たちは高い目標
を掲げ、勝利への道筋を探る。市場環境が激しく変化す
る昨今、誰もがユニコーン企業を目指すあまり、常道か
ら外れてしまうことさえある。

その結果、「大金持ちから学んで大金を稼ぐ、乞食に
ついていけばおこぼれに預かれる」といった洗脳的な扇
動や、「うちの洗濯代行サービスを使わないなら電線を切
る」といった強引な手法まで現れている。本来、温かみ
を持つべきビジネスサービスが、むしろ疑心暗鬼を生み
出している。インターネットの旗印のもと、目新しく華々
しい手法や発想が次々と生み出されているが、ビジネス
の本質は変わらない。インターネットが変えたのは消費
者の行動や購買パターンであり、「人に寄り添うこと」で
はない。結局のところ、人にやさしいビジネスこそが、
優れたビジネスと言えるのである。

あらゆる業種は突き詰めればサービス業であり、その
核心は「人間味のあるサービスができるかどうか」である。

「鼎泰豊」は、1日の回転率が19回に達したこともある、
業界を席巻する台湾のレストランチェーンである。料理そ
のものはもちろん、真に優れているのは、客の心を掴む
サービスである。鼎泰豊の新人研修には、箸が落ちる音
を聞き分ける訓練がある。箸が落ちた方向を判断し、即
座に新しい箸を届けるのだ。この訓練には、お客様の一
挙手一投足を観察し、要望をいち早く察知してほしいと
いう経営者・楊紀華氏の理念が端的に表れている。それ
は通り一遍ではない、心のこもったサービスである。

多くの場合、ビジネスの成否を分けるのは、流行に乗

っているかどうかではな
く、ビジネスの本質と法
則をつかみ、よりリアル
に人間を洞察できるかど
うかである。

人間とは本来弱いものである。その弱さを利用するの
か、それとも善意で包み込むのか。たとえば、多くの人
は「健康になりたい」と願いながらも運動を続けられず、
間食の誘惑にも負けてしまう。ある企業は「太っているの
は恥」と訴えてダイエットを促すが、米国のフィットネス
クラブ「プラネット・フィットネス」は、「食べたい時に食
べ、動きたい時に動く」という自由な空気をつくった。特
別な器具はなく、激しい運動も制限し、むしろ高カロリー
の軽食を無料で提供している。人間の弱さに徹底的に向
き合ったこのユニークなジムは、全米で1000店舗を超え
る人気チェーンへと成長した。

人は常に「温度」を求めている。子どもが有害な空気
を吸わないようにと、父親の愛情が込められた空気清浄
機を開発した人がいる。子どもと過ごす時間がないとい
う親に代わって、ロボットが子どもに寄り添うこともある。「4
時間後、北京・上海・広州から脱出しよう――30枚の航
空券を用意して空港で待っています」――これは航空機
のフライトデータアプリ「航班管家」とオウンドメディア
が共同で仕掛けたキャンペーンで、SNS上で爆発的に広
がった。過酷な都会生活から解き放たれたいというサラ
リーマンの願望を巧みに捉えた企画である。

このように、人と消費者心理を深く理解し、製品・技術・
サービスを通じてそのニーズに応える企業が、ビジネス
の世界に光と温もりをもたらしている。効率性、規模、価
格を盲目的に追求するのではなく、誠実に心のこもった
製品やサービスが提供できているだろうか。
「温度」をもつビジネスこそが、優れたビジネスなのである。

巻頭言 ｜ FOREWORD

ビジネスにおける

「温度」

（一社）日本華僑不動産協会会長
野村昌弘
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１.はじめに
　「不動産」と一口に言っても、日本、中国内地及び香港

特別行政区における各「不動産」概念は異なります。今回は
そのことを学習しましょう。

２.日本法の「不動産」
（１）「不動産」の定義について、「民法」第86条第１項は

「土地及びその定着物は、不動産とする。」と規定します。
（２）日本は資本主義を採用し、私有財産制を認めますの

で（憲法第29条第１項「財産権は、これを侵してはならな
い。」）、「財産権」の中核である所有権はその対象となる「不
動産」を含む「物」（「所有物」）について自由に使用、収益及
び処分を行うことができ（「民法」第206条「所有者は、法令
の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処
分をする権利を有する。」）、所有権者は所有権を喪失する
事由が生じない限り、永久にこれを享受することができます。
（３）土地の「定着物」にすぎない着工直後の未完成建物

はやがて屋根及び周壁を有し（床や天井はなくてもよいとさ
れます）、（外気を遮断し、）雨、風をしのげる状態に達すれば、

「土地」と区別された独立の「不動産」となります（大審院昭
和10年10月1日判決）。土地と建物は異なる「不動産」とし
て別個の所有権の対象となります。「民法」にその旨の明文
は存在しませんが、「不動産登記法」が土地と建物を別個独
立の登記対象としていることからそのように解されます。
（４）土地所有権は土地の上下に及びますが（「民法」第

207条「土地の所有権は、法令の制限内において、その土
地の上下に及ぶ。」）、それは「法令の制限内」であり、例え
ば「建築基準法」第52条の容積率との関係で建物の高さが
制限されることにより土地所有権の内実である空中利用権
が制限を受けます。
（５）一方、「民法」に明文があるわけではありませんが、

１つの「不動産」を含む「物」について１つの物権（＝「物」
に対する直接排他的支配権）しか成立しないとする一物一

権主義が認められています。そうするとマンション１棟に含
まれる専有部分が独立の所有権の対象となるのかという疑
問が生じますが、これについて「建物の区分所有等に関す
る法律」（以下「区分所有法」）があり、これにより対象となる
という結論が導かれます。

３.中国内地法の「不動産」
（１）「民法典（第一篇総則）」第115条は「物には、不動産

及び動産を含む。（以下省略）」と規定します。
（２）一方、「憲法」第１条第１項は中国内地が社会主義

を採用することを明記します。
第1条  中華人民共和国は、労働者階級の指導する、労農

同盟を基礎とする人民民主独裁の社会主義国家である。
（３）社会主義なかんずく中国が採用するマルクス・レー

ニン社会主義（「憲法」前文）は生産手段の公有制を採用し
ますので、その中核である都市部の土地はすべて国有です

（「憲法」第10条第１項「都市の土地は、国家所有に属す
る。」）。この国有土地について改革開放政策が決議された
第11期共産党大会三中全会（1978年12月）の翌年1979年
７月１日公布、施行された「中外合資経営企業法（廃止）」
により中外合資経営企業（合弁会社）は国有土地使用権を
享受できる旨が規定されましたが、９年遅れで1988年の「憲
法」改正により中国公民による私有経済を容認するとともに、
第10条第４項第２文に「土地の使用権は、法律の規定によ
り譲渡することができる。」という一文が挿入されたことにより、
民営企業（内資企業）に国有土地使用権の払下げ、譲渡、担
保提供を可能にする法整備が進みました。
（４）もっとも国有土地使用権は日本法でいう定期借地権

のようなものであり、一定の年数制限（居住用地70年、工業
用地50年、商業余地用地40年等）があります（「都市・鎮に
おける国有土地使用権払下げ及び譲渡暫定施行条例」第
12条）。
（５）これにより「不動産」は一定の年数制限を伴う国有土

「不動産」という言葉は一緒でも日本、中国内地及び香港特別行政区の各法律で意味は大きく異なる。

不動産とは何か？
ーー日本、中国内地及び香港特別行政区の比較

不動産に関する法務・税務のお話  （第11回）

寄 稿
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地使用権と私有経済容認（「憲法」第11条第１項、第２項）
の結果容認された建物所有権から構成されることになります。
したがって、仮に建物所有権が日本同様、永久であるとして
も、国有土地使用権の年数制限により期限満了時に再度払
下げを受けるなどに失敗すれば結果として建物の取壊しを
余儀なくされます。中国内地の投資家が日本の「不動産」に
憧憬の念を抱き、購入意欲を燃やす理由は建物のみならず
土地に対する永久の所有権が容認されることにあります。
（６）なお中国内地は2020年４月１日施行の「民法典」

が登場するまで区分所有権に関する法律レベルの根拠はあ
りませんでしたが、「民法典（第二編　物権）」第６章「オー
ナーの建築物区分所有権」（第271条乃至第287条）で簡略
ながら日本の区分所有法に相当する規定を置いています。

４.香港特別行政区の「不動産」
（１）香港は中国内地の「憲法」第31条で規定される「特

別行政区」であり、これを統治するための法律（地域憲法）
が全国人民代表大会の制定した「香港特別行政区基本法」

（以下「基本法」）です。
（２）基本法第５条は「香港特別行政区は、社会主義の制

度及び政策を実行せず、従前の資本主義制度及び生活様
式を保持し、50年は不変とする。」とします。つまり香港の統
治権を含む主権が中国内地に復帰した1997年７月１日か
ら50年間（2047年６月30日まで）は資本主義体制が保障
されています。
（３）しかも基本法第8条 は「香港の従前の法、すなわち、

普通法（the common law）、衡平法（the rules of equity）・・・
については、この法律に抵触し、又は香港特別行政区の立
法機関で改正されたものを除き、保留をする。」とありますの
で、原則としてEngland法である広義のthe common law（＝
狭義のthe common law＋the rules of equity）が香港法の
中核を形成します。
（４）もっとも基本法第7条 は「香港特別行政区の域内の

土地及び自然資源は、国家所有に属し、香港特別行政区政
府が管理、使用、開発及び個人、法人若しくは団体への使
用若しくは開発のための賃貸又は販売に責任を負い、その
収入は、すべて香港特別行政区政府の支配に帰属する。」
と規定しますから、土地所有権体制は中国内地法に類似
性を有します。実際にもthe common law上日本の所有権
に匹敵するfreehold estate（自由土地不動産権）という年
数制限に服しない権利形態が認められるのはSaint John‘s 
Cathedralだけで、その他はいずれも年数制限（中には999
年という半永久的なものもあります）のあるleasehold estate

（定期不動産権）です。これは香港が第一次アヘン戦争

（1840年～1842年）以降、段階的に範囲を拡大してイング
ランドに植民地化された時代を通じて不変です。植民地時
代も復帰後も香港土地法制が社会主義法制の中国内地法
と類似するのは興味深い現象です。

（５）香港法上、「不動産」は土地（land）に関する権利し
かなく、土地と区別された建物の権利はありません。建物も
土地の権利の内実です（特徴その１）。また土地に関する
権利について「一物一権主義」はなく、歴史がより古い狭義
のthe common lawに由来するlegal estateとthe rules of 
equityに由来するequitable interestが併存する「一物二権
主義」が妥当します（特徴その２）。その結果、①「不動産」
の手付金（deposit）支払いを伴う暫定売買契約（provisional 
agreement）締結時に equitable interest が先行して買主
に移転し、② completion（完了）と呼ばれる(a) 買主は代金
全額を決済するなどし、(b) 売主は譲渡捺印証書（deed of 
assignment）を締結し権原証書（title deeds）を引き渡すな
どする最終手続きの際にlegal estateが移転するという二段
階権利移転が基本的な法律構成となります。
（６）広義の the common law の特徴は制定法（statute）

と裁判官が判例を通じて創造する法（judge-made law。以下
「判例法」）を法源（裁判の根拠となる法）と見る点です。制
定法は対立する判例法が乱立して混乱する際や判例法だ
けでは解決できない課題について登場するものですから、
制定法、判例法が併存する場合、制定法が優先します。そこ
でthe Conveyancing and Property Ordinance、,Cap.219と
いう制定法は重要ですが、そこで規定されない全ての事項
は他の法令がない限り判例法によります。
（７）日本の区分所有法に相当する法令は存在せず、

契 約（contract）の 本 質 を 有 する DMC（deed of mutual 
covenants）という日本のマンション管理規約に相当する規
範により規律され、そこではDMCの解釈等について確立し
た判例法が中心となります。

村尾 龍雄
MURAO TATSUO

キャストグローバルグループ代表
弁護士・税理士・香港ソリシター
1990年京都大学経済学部経済学科卒
業。神戸市都市計画局法務担当を経て
95年弁護士登録。15の異なる専門家集
団キャストグローバルグループCEOで
あり、香港ソリシター、税理士、社会保
険労務士、行政書士、宅地建物取引士、
マンション管理士でもある。上海市に
貢献のあった外国人に付与される「白
玉蘭賞」を2度受賞。
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PEとは、外国企業が日本で行う事
業活動の拠点を指しますが、物理的
なオフィスがなくとも認定されるのが
最大の特徴です。多くの外国企業は

「支店登記がないから課税されない」
と考えがちですが、日本の税務当局
は活動実態を厳しく判断します。

PE認定がもたらす
致命的なリスク 

PE認定の最も恐ろしい点は、課税
が遡及することです。 PEと認定された
場合、活動開始時点（過去に遡って
最長5年間）まで遡り、その期間に日
本で得た全ての事業所得に対して日
本の法人税が課税されます。さらに、
無申告に対する重い追徴課税も加算
されます。

PE 認定は、貴社の利益を一瞬で
帳消しにするほどの大きな財務リスク
であり、「PE認定＝過去5年分などの
法人税を一括追徴されるリスク」と認

識し、事業開始前の徹底した診断が
不可欠です。

3つのロジック
日本の税法および租税条約に基づ

き、PEは主に以下の3つの類型に分
類されます。貴社の活動がこのいず
れかに該当すると、日本の法人税の
課税対象となります。

1. 場所的 PE（固定施設 PE）：活
動拠点の有無

場所的PEは、文字通り「事業を行
う一定の場所」が日本国内に存在す
るケースを指します。重要なのは、
その場所が事業の継続的な活動に使
用されているかどうかです。

倉庫や貯蔵施設
単なる商品の通過点（Transit）で

はなく、在庫管理、品質管理、梱包、
あるいは出荷指示といった事業の中
核的な機能を伴うと見なされれば、

PEと判断されます。越境 EC や貿易
事業者は特に注意が必要です。 

レンタルオフィスや
短期的な事務所
従業員が継続的に使用する場所も、

「一定の場所」と見なされる可能性
があります。たとえ賃借契約が短期
であっても、実態として継続的な事
業の中心活動が行われていればリス
クが高まります。

2. 建設PE：長期的な工事活動 
建設 PE は、建設、据え付け、組

立などの作業、またはそれらに関連
する監督活動を日本国内で一定期間
以上行った場合に認定されます。

多くの租税条約では、この期間が
12ヶ月（一部の条約では6ヶ月）を
超えると建設 PEに該当すると定めら
れています。この期間は、作業が一
時中断された期間も原則として通算さ
れます。

外国人企業が日本で事業を行う際の
「恒久的施設（PE）」認定リスクと回避策

寄 稿

文／税理士法人 総和

日本の市場は、その安定性と成長性から、台湾、香港、
中国大陸、シンガポールをはじめとする多くの外国企業に
とって非常に魅力的です。しかし、これらの外国企業が日
本で活動を始める際、最も致命的な税務リスクが存在しま
す。それが「恒久的施設（Permanent Establishment、
以下PE）」認定リスクです。
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3. 代理人PE（最も危険）：契約締
結権限の付与 

代理人 PE は、物理的な場所を伴
わず、最も簡単に認定され得る類型
です。外国企業に代わって契約締結
権限を持つ従業員や、独立した地位
を有さない代理人（従属代理人）を
日本国内に置く場合に認定されます。

外国企業のために反復して契約を
締結する権限を与えられ、その権限
を日常的に行使している個人は、PE
認定の対象となります。日本にいる
従業員や代理人が価格交渉の最終決
定など実質的な契約内容の確定を行
っている場合、PE認定を受ける危険
性が非常に高くなります。

外国企業が
陥りがちな具体例

外国法人が、日本での事業活動の
「フットプリント（足跡）」を軽視す
ることで、いかに簡単にPE認定を受
けてしまうかを具体的な事例で解説し
ます。

1.場所的PEの落とし穴
台湾の越境 EC 企業が、日本の倉

庫の一部を賃借し、自社の日本人従
業員が商品の検品、不良品の管理、
梱包材の準備といった作業を行って
いる。これは単なる「保管」を超え、
事業活動の中核的な機能の一部と見
なされる可能性が高く、場所的PEと
認定され、日本におけるEC事業全体
の利益に対して法人税が課税される
リスクが発生します。

2.代理人PEの落とし穴
香港の投資会社が、市場調査のた

めディレクターを数ヶ月間日本に派遣

し、ディレクターが日本の企業との間
で価格や契約条件の「実質的な交渉
と決定」を行っている。このディレク
ターは「実質的な契約締結権限に極
めて近い活動」を行っており、従属
代理人と見なされ、代理人PEと認定
される危険性が非常に高いです。

PE認定の回避戦略
PEリスクを回避するためには、「グ

レーゾーン」を避け、活動開始前か
ら租税条約の規定に基づいた厳格な
防御戦略を構築することが不可欠です。

1. 独立代理人の要件を厳格に遵守
権限の剥奪
日本国内のいかなる従業員や代理

人にも、「契約書への署名権限」や
「価格・条件に関する最終決定権」
を絶対に与えてはなりません。すべ
ての重要な決定は、外国の本社で行
われたという証拠を厳格に残す運用
を徹底します。

契約の見直し
業務委託先とは、独立した地位を

有する者として契約を結び、本社か
らの指示に全面的に従わないことを
明確にします。

2. 活動を「予備的・補助的活動」
に厳格に限定

活動の明確化と分離
日本での活動が、「情報収集」「市

場調査」「広告宣伝」といった、事

業のコアな収益活動に繋がらない範
囲に厳密に留まるように業務フローを
設計します。

収益の発生源の明確化
契約の締結や売上の計上が、常に

日本国外で行われていることを契約
書やインボイスで明確に証明できるよ
う、運用体制を構築します。

3. 日本進出前のPE判定が重要
事業開始前に、国際税務の専門家

がPE該当性の判定を行うことが、最
大のリスクヘッジです。これは、貴社
の国際税務戦略の法的安全性を確保
するための保険となります。

また、PE 認定リスク回避のための
防御戦略を文書化し、税務当局に提
出できる状態にしておくことが、万が
一の税務調査時の防御に繋がります。

まとめ
恒久的施設（PE）認定リスクは、

外国企業が日本で活動する上での時
限爆弾です。日本の税務当局は国際
取引におけるPE認定に関する調査を
厳格化しており、事業が複雑化する
ほどリスクは高まるため、税務専門家
のサポートが不可欠です。

税理士法人総和は、フリーランス、個人
事業主、法人、公益法人、NPO法人に加
え、外国個人・外国法人の不動産投資や
企業へのインバウンド投資に対する税
務支援、さらに資産相続や会社設立の
コンサルティングも行い、多様なニーズ
に応じた手厚いサポートを提供してい
ます。時代の変化に対応し、シンプルか
つ持続的なサービスを通じて、クライア
ントの経営発展を強力にサポートする
信頼のパートナーを目指しています。

税理士法人総和
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特 別 寄 稿
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「キャラクター設定」とは、ゲームや映像
作品における登場人物の外見・性格・能
力・行動特性などを設計することを指す。
たとえばマーベル映画『アベンジャーズ』
のアイアンマンは、裕福で毒舌、共感力に
は乏しいが、地球を救うためには自己犠牲
もいとわない――こうした人物設定は、中
国の武侠ファンタジー作品やヒーロー映画
によく見られる典型である。

また、ドラマ『甄嬛伝（宮廷の諍い女）』
の華妃は傲慢で他人を軽視しがちだが、
望むものは生涯手に入れられず、得たとし
てもすぐ失ってしまうという設定である。ネ
ットでは「彼女の目に映るのは夫の雍正帝、
兄の年羹堯、後宮のライバルだけ」と揶揄

され、「もし自分の夫が同じ態度なら、私
も敵を排除する」と冗談をいうほどだ。優
れた脚本とは、物語の展開が登場人物の
性格と深く結びつき、必然性をもって心を
動かすものである。下手な脚本のように、
展開をただの偶然に頼って組み立てるもの

自
身
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
」
を

運
営
す
る

1

文
／
特
約
記
者
　
劉
開
華

自分でメディアを発信し、その中でライブ配信による販売を行う
ということは、突き詰めれば 「自ら構築したキャラクター設定を売る」 
ということである。
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ではない。
現実も同様だ。ソーシャルメディア

の発展により、誰もが自由に表現し、
注目され、影響力の恩恵を得る権利
を得た。称賛される者、非難される
者、称賛と非難を繰り返す者、全く
注目されない者——これらもキャラク
ター設定と深く関わっている。

現実も同様だ。ソーシャルメディア
の発展によって、誰もが自由に発信
し、注目され、影響力というメリット
を得ることができるようになった。称
賛される人もいれば批判される人も
いる。称賛と批判を繰り返す人もい
れば、まったく注目されない人もいる
――それらも 「キャラクター設定」次
第 である。

EC 時代において、キャラクター設
定はマーケティングの重要な要素とな
った。ブランドそのもの、ライブ配信、
個人IP、集客テーマの選定など、す
べて同じ理屈である。キャラクター設
定の力を活かすことで、少ない労力
で大きな成果を得られる。

最近、筆者の親戚が脳卒中で半身
不随となり、リハビリを続けていた。

家族はさまざまな大病院で診てもら
い、専門医からも「運動を続け食生
活に注意すれば徐々に回復する」と
助言された。ところが自宅に戻ると、
当人は時間があればベッドに座って
テレビを見て過ごした。特にテレビシ
ョッピング番組を好んで見ていたが、
ある広告で「同じ病気だった」と語
る人物が「この健康食品を18年間飲
み続け、今では元気そのものだ」と
話すのを聞くと、すぐに買いたいと騒
いだ。まさにこれが「キャラクター設
定」の力である。

だからこそ、何かを売るときは、た
だ屋台を出して商品を並べればよい
というものではない。誠意を持ち、
口先だけではなく頭も使わなければ
ならない。なぜ自分がその商品を売
るのか。どんな資格や背景があって

売れる立場にあるのか――それが問
われるのだ。

例えば減量ビジネスをするなら、
あなたは医師か栄養士なのか。それ
とも、自ら何十キロも無理なく減量し、
しかも皮膚がたるむこともなく成功し
た経験があるのか。あるいは、これ
までに多くの人を合計何トンも痩せさ
せた実績があるのか。

教育ビジネスであれば、あなたは
教師なのか、母親なのか。受賞歴は
あるのか。数えきれないほど多くの
教え子を育ててきたのか。それとも
自分の子どもを一度も塾に通わせず、
自力で指導し、名門大学やアイビー
リーグに合格させたのか。

知識販売ビジネス（ナレッジ課金）
であれば、まず問われるのは三点で
ある。第一に、その知識を実際に収
益化した経験があるのか。第二に、
再現可能なSOP（標準作業手順）が
整っているのか。第三に、そのSOP
は何人によって検証され、何人にサ
ービスを提供し、どのような成果を上
げたのか。これらの問いは、その人の

「根拠」であり、「経歴」であり、「物
語」であり、そして「実践経験」そ
のものだ。

例えば、自分が痩せた経験がある
から他人の減量を支援する。あるい
は、家族の負担を軽減したいという
思いから農業副産品を扱う――とい
ったように、明確な理由があれば、
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商品を売るための「道」をつかんだ
ことになる。

また、キャラクター設定は、ゼロか
ら作り上げてもよいし、途中で変更し
ても構わない。

ある美容・スキンケアブランドの投
資家は、80年代以降生まれの既婚男
性で子どももいる。当初、彼が SNS
に投稿していたのは改造車やアウトド
ア活動ばかりだった。そこで私はこう
伝えた。
「それでは通用しません。あなたの

ターゲットは若い女性や中年女性で
す。彼女たちがその投稿に興味を持
つと思いますか。たとえ男性があな
たを羨望しても、『お金があるからで
きるだけだ』と思われるだけです。
第一に、あなたは起業プロジェクトを
売っているわけではないため、彼ら
を顧客に変えることはできません。第

二に、仮にその男性が奥さんにプレ
ゼントとして商品を買わせようとした
としても、確率はあまりに低い。仮に
いい商品であっても、持ち帰れば奥
さんに嫌がられるだけでしょう。男性
の市場価値がどれほどかは、父の日
にどれだけの企業が真剣にマーケテ
ィングを行っているかを見ればわかり
ます」。

さらに私は続けた。「あなたには娘
さんがいるでしょう。それをストーリ
ー素材として生活を発信し、子ども自
身に“ミルク代”を稼がせればいい。

『娘を溺愛する父親』というキャラク
ター設定です。家での順位は犬の次
で五番目。家では妻のスキンケアや

洗髪を担当し、人前では強気な社長、
家では子どもの“馬”になる――そん
な人物像にしましょう」。

案の定、キャラクター設定を修正し
たところ、データは伸びるどころか一
気に爆発的に増加した。コメント欄に
はさまざまな反応が集まり、羨望の声、
自分の夫を嘆く声、さらには「現実
を見なさい（あなたの夫もおならをし
てお尻をかくだけ）」といった警告め
いた声まで寄せられた。

同じコミュニティの女性たちも次々
と見に来るようになり、コメント数と
シェア数が突出して多かったため、
投稿の評価が上昇。実際に商品を紹
介した際の購買数（コンバージョン）
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も急増した。
キャラクター設定そのものが、感

情的価値（エモーショナルバリュー）
を生み出す。それは、人々が無意識
のうちに求めているが、最も欠けて
いる要素であり、だからこそ最も喜ば
れるコンテンツとなるのだ。

したがって、個人メディアを運営す
るなら、「誰の立場で語っているのか」
を常に意識すべきである。誰を代表
して発信するのか――その「誰か」
こそが、あなたにお金を払う人になる。

偽りのキャラクター設定、完璧すぎ
るキャラクター設定、「いい人キャラ」
では効果はない。むしろ、勇気を持
って自分らしくあり、その姿勢をコン
テンツによって守る“城壁”として築く
ことが重要である。

ファンは、羨望や嫉妬、怒り、失望、
期待といった感情をすべて購買意欲
へと転化する。根底にあるのは、「自
分をもっと大切にしたい」という思い
であり、その最も手軽で確実な手段
が、あなたの商品を購入し、存分に

活用することなのだ。
信頼される個人ブランドにはまず、

明確な商業的ポジショニングが求め
られる。何を販売し、どの層に、ど
のような価値を提供し、どの課題を
解決するのかを示し、ユーザーがそ
の課題に直面したとき、真っ先に思
い浮かべる存在となることが理想であ
る。ただし、その段階に至ると必ず、
競合との比較や選択が生じる。「誰を
選ぶのか」「なぜその人なのか」と
いう問いに応えられなければならな
い。ここから、運営者自身のタグ付
けやキャラクター設定といった個人ブ
ランドの核心が立ち上がってくる。

従来、評価や選択は主にコストパ
フォーマンスやスペックによって行わ
れてきた。納期や価格、保証期間、
年間売上高、さらにはキャンペーン
手法といった項目が比較の基準であ
った。しかし、個人がブランドの主体
となる時代には、これらの数値だけ
では十分ではない。背景や物語、価
値観といった無形の要素こそが、最
終的な選択の決め手となる。

しかし、そうした要素に惹かれて集
まった人々は、同じ要素によって離

れていくこともある。個人IPの時代に
おいては、価値観や人格の魅力、ラ
イフスタイルなどによってユーザーを
惹きつけ、その意思決定のプロセス
や結果にまで影響を与えることができ
る。こうした理由でつながった顧客こ
そ、定着率が高く、離れにくい。

その好例が、シャオミの雷軍氏で
ある。個人に付随するタグは、経験、
趣味、人脈など多岐にわたり無数に
存在する。しかし、マーケティングや
コンテンツ制作の場で、それらすべ
てを表現することはできない。どの要
素を具体的に見せ、どの部分をあえ
て伏せるのかは、商業的ポジショニ
ングと想定するユーザー像に基づい
て取捨選択し、最終的には購買行動
へと結び付ける必要がある。

多くの人が運営するSNSコミュニテ
ィは、広告や自己啓発めいた言葉ば
かりが並び、目にしても印象に残ら
ないことが多い。ここで「キャラクタ
ー設定」を活用することで、質の高
いフィードとそうでないものとを明確
に区別する方法を提案したい。

自分の投稿を改めて確認してみる
とよい。もし別の人物が、別のプロ
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フィール画像や別のIPでその投稿を
そのまま使ったとしても、違和感がな
いとしたら――それは問題である。
言ってしまえば、その投稿は単に「寂
しさを発信している」だけで、何の
効果も生んでいないのだ。

誰にでも書ける「励ましの言葉」
とは、例えば古人の名句や書物から
引用した言葉、世を戒める警句、あ
るいはネットで流行しているネタの類
である。しかし、真に価値を生むのは

「タグ＋ストーリー＋視点」で構成さ
れた、その人にしか語れないコンテ
ンツだ。

例えば、月収1000元（約2万2千
円）以上のIPを1000件、月収10万
元（約22万 円）以 上の IP を100件
育成した実績に基づき、パブリックト
ラフィックにおける顧客獲得コストを
算出したところ、従来型チャネルで広
告を出稿する場合と比べて約90％低
く抑えられることが分かった。しかも
ロングテール効果も期待できる。もし
製品プロモーションのチャネルに悩ん

でいるのであれば、私に相談してみ
てはいかがだろう。労力は半分で成
果は倍増するはずだ。

その理由は、これが私自身の実績
であり、時間と労力をかけて積み上
げてきた経験の集積だからであり、
誰にでも模倣できるものではない。
このキャラクター設定は、単なる演出
ではなく、結果に裏付けられた姿で
あり、ユーザーによる“証言”でもある。

最後に重要なことを一つ。虚構の
人物像、完璧な人物像、あるいは「い
い人」を装うキャラクター設定は一切
効果がない。むしろ、自分らしくある
勇気を持ち、自らのコンテンツによっ
て自分を守る城壁を築くことが、本当
の強さにつながる。

自身のキャラクター設定を
サービス業務に活かす方法

コンテンツを発信し続け、ファンに
購入につなげ、流行を生み出すには、
まず自分を理解することが不可欠で
ある。どこまで公にし、どこをあえて

伏せるか、その選別が必要となる。
要点は二十文字に集約できる。「下

海の理由・実績可視化・社会的関
係・個人的嗜好」（＝ビジネス開始
の理由、成果の提示、社会的つなが
り、好きなことや価値観）である。

■1ビジネス開始の理由
ある男性が足裏マッサージ店で施

術者に「なぜこの仕事を？」と尋ねると、
「母の治療費が必要だから」と答え、
客はプリペイドカードを購入して応援
したという。同様の行為が広がり、ま
るで“プログラムされたかのように”人
は背景に共感し、支援に動いた。

話題となった「お茶売り娘」も、「祖
父の茶葉販売を手伝う」という理由
が多くの中高年男性の心を動かした。
ビジネスを始める動機が正当であれ
ば、それだけで支持が集まる。「自分
を救ったものを、世界を救う力に変
える」という典型である。

この過程にはストーリー性と訴求力
があり、個人ブランドはあらゆるブラ
ンド戦略をしのぐ。道理は人を納得
させるが、物語は人を信じさせるか
らだ。年越しスピーチや企業講演で
も、感情を高める“物語”が組み込ま
れ、その高揚が製品への注文につな
がる。これが「非理性マーケティング」
である。
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■2実績の可視化
「まず衣を敬して後に人を敬す」。

高速で流れるオンライン空間では、
自身の価値を素早く伝えるため、成
功事例や成果を数字で明確に示す必
要がある。プロフィール欄や自己紹
介、コンテンツで「何社・何名・ど
の規模を支援し、どんな課題を解決
したか」「広告出稿・集客・収益化
を何件成功」といった事実を打ち出
す。投稿や動画でも、週1回は実績
を示すべきだ。たとえば、「多くの人
が短編動画販売で誤解している」の
ではなく、「これまで1,000人以上を
指導した経験から言えば」と添える
だけで経験と信頼性が伝わる。専門
家として認識され、フォローや相談に
つながる。個人ブランドを築くのは言
葉ではなく、「目に見える実績」である。

■3社会的関係
IP（個人ブランド）の構築とは、

クライアント、発注者、恩人、従業
員、ファン、時にアンチとも向き合う
ことを意味する。その態度や反応、

失敗回避の経験が価値を帯びる。デ
ィズニーのリーナ・ベルやユニバー
サルのトランスフォーマーが人気なの
は、来園者との双方向コミュニケーシ
ョンと情緒的価値があるからだ。「社
交が苦手」と感じる人にも価値があ
る。内向型の人がどう汗をかき会話
し、配信や起業初期の交流をどう乗
り越えたか――その過程こそ共感を
呼ぶ。個人メディアの運営とは突き
詰めれば「他人の代弁者になること」
である。

■4個人的嗜好
趣味には内向き（働く理由）と外

向き（ネタ）という役割がある。ネタ
は拡散のために存在する。たとえば
卓球選手・許昕についての短いフレ
ーズがコメント欄や検索語に大量に

現れ、クリックや閲覧につながり、購
入に至ることもある。その効果は商
品力や従来型広告を超える場合があ
る。近所のフライドチキン店では、
ナゲットをめぐる姉弟喧嘩により眼鏡
が割れたという話が広まり、遠方から
買いに来る客まで現れた。今も語り
草で、注文時に「これ食べても殴り
合いにはならないよね」と冗談が交
わされるほどだ。形容詞を出来事や
感情へ昇華すれば強い記憶となる。

自身のキャラクター設定を効果的
に運営するとは、こうした個人的嗜好
や日常の出来事を価値ある語りに変
えることである。そうして初めて、コ
ンテンツは単なる情報ではなく、人
の意識と行動に影響を与える「意味
のある存在」となっていく。
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「最近、欧米や東南アジアのECプラット
フォーム運営企業が相次いでアフリカ市場
の調査に動いていることに気づいた。Jumia

（アフリカ最大の ECプラットフォーム）が
深圳で実施した投資説明会には、当初300
名の参加を想定していたが、実際には450
名が来場した。例年1〜2万人程度だった
ライブ配信の視聴数も、今年は5万人に急
増し、アフリカ市場への熱が一目瞭然とな
った」。そう語るのは、Jumia 中国市場責
任者の林莉氏である。

こうした熱気を背景に、多くの中国企業
が“金鉱”を求めてアフリカ市場へ参入し始
めた。

中
国
E
C
企
業
の
ア
フ
リ
カ
進
出
が
本
格
化

2

文
／
特
約
記
者
　
千
軍

アフリカのEC 市場が、世界で最も成長可能性の高い新興市場
として急浮上している。中国の EC 事業者の間では、今この「古く
て神秘的な大陸」が、次の「黄金の10年」を生み出すとの期待が
高まっている。
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統計によれば、米中貿易摩擦の影
響により、2025年5月の中国の対米
輸出は前年比で34.6％減と、減少幅
は前月比13.6ポイント拡大し、2か月
連続で大幅悪化した。対日輸出も伸
び率が1.6ポイント下がり6.1％増にと
どまった。先進国・地域では、EU向
け輸出だけが加速し、前年比11.9％
増（前月比3.7ポイント改善）となった。

一方で新興国では、中国のアフリ
カ向け輸出が前年比33.4％増と、前
月比7.3ポイント拡大し顕著な伸びを
見せた。これに対し、ASEAN、ラテ
ンアメリカ向け輸出はそれぞれ15.0
％増（6.0ポイント減速）、2.6％増

（14.2ポイント減速）に鈍化。ロシ
ア向け輸出は前年比11.0％減で、前
月比8.6ポイント悪化した。
「米中貿易摩擦によって、多くの

Amazon出品者が新たな市場への展
開を模索し始めた。また東南アジア
市場では競争が激化し、内需の飽和
から利益率が低下している。その点、
アフリカEC市場は20年前の淘宝（タ
オバオ）に例えられ、運営が比較的
容易で参入障壁も低く、試行錯誤の
コストも高くない」と林氏は説明する。

世界の多くの市場が消費のダウン
グレード局面にある中で、アフリカの
EC市場はむしろ中国企業を歓迎し、
力強く受け入れる姿勢を見せている。

アフリカEC市場の
潜在力とは

アフリカEC市場の成長可能性を語
るうえで、最も重要な前提となるのが

「膨大な若年人口」である。世界的
に高齢化が進むなか、アフリカの平
均年齢はわずか19.3歳。対照的に、
中国は約40歳、欧州は45歳近くに

達する。アフリカでは人口の約60％
が25歳未満であり、15～34歳の若
年層が全体の3分の1以上を占めて
いる。

2025年には人口が約15億4900万
人に達し、アジアに次ぐ世界第2の規
模になる見通しだ。出生率が低下傾
向にあるアジア諸国とは異なり、アフ
リカでは引き続き人口増加が続いて
おり、サハラ以南では年平均2.7％の
増加率を維持。これは南アジア（1.2
％）やラテンアメリカ（0.9％）の2
倍以上であり、言い換えれば「アフ
リカは2年ごとにフランスまたはタイ
に匹敵する規模の人口が増えている」
ことになる。専門家の多くは2050年
に人口が25億人に達すると予測して
おり、世界人口の4分の1以上がアフ
リカに居住する計算となる。人類文
明が「アフリカの世紀」に入る可能
性を示すものだ。
「現在、アフリカのEC 市場浸透率

は小売総額に占める割合がわずか2
～5％にすぎないのに対し、中国で
はすでに20％に達している。こうした

人口ボーナスを背景に、アフリカの
EC 市場が持つ可能性は計り知れな
い」と林莉氏は指摘する。

加えて、ナイジェリアに代表される
アフリカ各国では中産階級が急増し、
消費力が着実に高まっている。デー
タによれば、2060年までに中産階級
人口は大陸人口の40％以上に達する
可能性がある。この人口構造の変化
は、アフリカに産業化促進の好機を
もたらし、第4次産業革命の扉を開く
要因となる。

アフリカ開発銀行グループのチー
フエコノミスト、ムスリ・ンクベ氏は、
著書『アフリカ新興中産階級』でこう
述べている。
「アフリカ中産階級の台頭は経済成
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長を牽引する原動力であり、現代ア
フリカ経済史における重要なマイル
ストーンである。発展の地域差はあ
るものの、この成長はアフリカに希望
を与えると同時に、世界経済が低迷
する局面でも安定したアフリカ経済の
姿を示すことで、国際社会に回復の
可能性を示唆している」。

ただし、アフリカは世界で最も貧富
の差が大きい地域のひとつであり、
階層間の交流が極めて限られている
点は見逃せない。富裕層住宅地とス
ラム街は道路一本を隔てただけにも
かかわらず、生活環境はまるで別世
界である。富裕層地域には実弾を携
帯する警備員が常駐し、物理的隔離
によって階級構造が固定化されている。

北京大学のアフリカ研究者は、南
アフリカ社会のこの階層構造を「南

アフリカの夢」と表現する。十分な
財力により、家族が社会インフラや
公共システムに依存せず生活できる
状態を指し、例えば子どもを私立校
に通わせ、民間医療保険を利用し、
家庭内に独自の発電・給水システム
を設置するといった形態である。

こうした背景から、EC 市場では中
産階級・高所得層をターゲットとする
高単価の3C商品（家電・通信機器・
電子製品）が高収益を生む可能性が
高い。返品率の高さや配送料の負担
は事業者にとって大きな課題であり、
プラットフォーム側も「単価が高く、
返品率の低い商品」を積極的に誘致
する傾向がある。

さらに、新興中産階級が消費市場
を牽引する一方、スマートフォンの
普及拡大とインターネット利用者の増

加がEC市場成長を加速させている。
米国の学者デフルールが提唱した

「メディアシステム依存理論」によれ
ば、貧困地域では教育・雇用・医療
などの現実的資源へのアクセスが限
られるため、ネットを通じて情報（就
職・教育など）や社会的支援（孤独
感の緩和）、娯楽による逃避（貧困
のストレス消去）を求める傾向が強
まり、ネットへの依存が形成される。
アフリカのネット利用動向はこの理論
を裏付けるものだ。

調査によると、サハラ以南の貧困
地域で若者の67％が携帯電話経由
で教育情報にアクセスしているが、
そのうち43％の利用時間はショート
動画や SNS に費やされている。「手
段としての依存」と「娯楽としての没
頭」が併存しており、こうした現象を
背景に、ソーシャル ECはアフリカ市
場における次なる成長セクターとなる
可能性がある。

中国企業のアフリカ進出
最初の拠点はナイジェリア
「アフリカ最大の経済規模を持つナ

イジェリアのEC市場は、今後、現在
の10倍以上に成長する可能性があ
る。そのため、我々はこの市場の開
拓に力を入れている。アフリカ市場
への進出を検討している事業者にも、
まずナイジェリアへの集中的な投資
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を推奨したい」と、Jumia Global の
ゼネラルマネージャーであるトム・ユ
リエ氏は語る。

人口約2億2,700万人を抱えるナ
イジェリアは、現在、アフリカにおけ
る科学技術イノベーションの中心地
となっている。2021年には国内の
スタートアップ企業数が前年比35％
増加し、2023年にはアフリカ発のテ
ックユニコーン企業7社のうち5社が
ナイジェリアに拠点を置いていた。フ
ィンテック業界では Paystack、Flut-
terwave、Piggyvest、Moniepoint、
OPayなどが台頭しており、EC業界で
はナイジェリア発祥のJumiaとKonga
が主導的な地位を占めている。

これについて、ナイジェリア進歩会
議党（APC）のスイス・ベルギー総
代表であるA.ジョン・アルフォンソ博
士は、次のように述べている。
「ナイジェリアの優位性は、市場規

模、人材、イノベーションが融合して
いる点にある。商業の中心地である
ラゴスは、活発な起業文化、改善が
進むベンチャーキャピタルの資金循
環、拡大する技術人材プール、そし
て進化し続けるインキュベーション・
アクセラレーションのネットワークを
備えており、アフリカ最先端のイノベ
ーション拠点へと成長した。他国に
比べ、ナイジェリアはモバイルバンキ
ング、デジタルコマース、技術主導
型のソリューション採用を早期に進め
たことで、成長スピードが速く、グロ

ーバル競争力を持つスタートアップ
企業が次々と生まれている」。

1975年5月28日、ナイジェリアの
首都ラゴスで「西アフリカ諸国経済
共同体（ECOWAS）」が発足し、加
盟国間で関税が互いに免除されたこ
とで、ラゴスに本社を置く企業は、
西アフリカ地域の4億人を超える消費
層を直接カバーできるようになった。
2024年にフィナンシャル・タイムズ
が発表した「アフリカで最も急成長し
ている企業」ランキングでは、ナイジ
ェリア企業28社のうち23社がラゴス
に拠点を置いている。

フィンテック企業 Piggyvestの共同
創業者であるオドゥナヨ・エウェニイ
氏は、その理由の一つが「都市とし
ての規模」にあると指摘する。ラゴ
スはサハラ以南地域で最大の都市で
あり、人口は2,000万人を超え、ナイ
ジェリア全体の10％を占める。「ラゴ
スで人気を得ることができれば、アフ
リカ全体でも通用する。製品をテスト
し、市場展開を始めるには最適な場
所だ」と同氏は語る。

アルフォンソ博士はさらに、「現在、
ナイジェリアでは伝統的な市場ですら
WhatsAppを使った注文やモバイル

バンキング、物流ネットワークの活用
が始まっている。新興中産階級は価
値を重視しながら、ブランドへの関
心も高めている。また、若年層はモ
バイル端末の利用に長けており、文
化的影響力も増している。彼らはソ
ーシャルメディア、インフルエンサー
マーケティング、オンラインレビュー
などを通じてトレンドを形成している。
こうした動向──特にInstagram、
TikTok、現地アプリなどのプラットフ
ォームを通じて発信されるシグナルに
機敏に反応できる企業は、競争の激
しいナイジェリア市場で大きな成果を
上げるだろう」と、ShineGlobal への
取材で述べている。

アフリカ市場に適した
売り手とは

現 在、Jumia は Shopee、Lazada、
AliExpress、SHEIN、Temu、Noon、
Ozon などの主要クロスボーダー EC
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プラットフォームでの運営経験を持つ
売り手、あるいはアフリカにオフライ
ン販路を持ち、製品が越境販売に適
している売り手、さらにアフリカを対
象とした独立系 ECサイトの運営者を
重点的に募集している。カテゴリーと
しては、紳士・婦人服、子供服、パーソ
ナルケア製品、家庭用品、自動車・オ
ートバイ部品、電子製品などが継続
的に好調だ。
「アフリカと東南アジアはEC消費に

おいて多くの共通点がある。まず平
均客単価が近いこと。次に、東南ア
ジアでヒットした商品がアフリカでも
売れるケースが多いこと。さらに、両
地域ともイスラム教徒が多く、文化面
で類似性がある」と林莉氏は語る。
一方で、欧米のハイエンド市場を主
戦場としている売り手は、現段階で
はコストパフォーマンスを重視するア
フリカ市場には適さないと指摘する。

「Amazon 出品者は製品や価格面で
アフリカ市場に必ずしも合致しておら
ず、工場型の出品者でない限り、平
均注文額100ドル（約1万5000円）
以上、利益率20～30％以上を望む
傾向がある。しかしJumiaの平均客
単価は8～15ドル（約1200～2250
円）程度であり、こうした売り手は定
着せず自ら撤退してしまう可能性が高
い」という。

アフリカ市場も均質ではない。54
か国からなるこの大陸は世界最多の
国数を抱え、国や地域によって消費
力、嗜好、習慣が大きく異なる。「エ
ジプトではブランド家電や化粧品、ナ
イジェリアでは生活必需品や価格重
視の商品、ケニアでは利便性とモバ
イル決済の連携が重要だ」とトム・
ユリエ氏は説明する。

物流はアフリカEC市場における最
大の課題である。アフリカ大陸全体
で舗装道路の割合はわずか43％で、
その30％が南アフリカに集中してい
る。道路状況が悪いため「ラストワ
ンマイル」の配送コストは35～55
％に達するのに対し、中国では同条
件で5～8％にとどまる。アフリカが
欧米に追いついているのではなく、
多くの側面で世界全体が「アフリカ

化」しつつあるとも言われるが、課
題があるところには解決策も生まれ
る。都市部では配送ネットワークが
急速に整備されており、Kwik（フラ
ンス）、Sprint（エジプト）をはじめ、
Sendy、WumDrop、MAX、Rush、
Glovo、Pick-it、Busy Bora など、ク
ラウドソーシング型のモバイルアプリ
が次々に登場している。

配送時間をできる限り短縮するた
め、Jumiaは現在、直送型の出品者
募集を停止し、海外倉庫事業者の活
用に注力している。注文後はプラット
フォームが倉庫から発送し、1～2日
で商品が届く。アクセスしにくい地域
ではコミュニティに受け取り拠点を設
置し、「ラストワンマイル」コストの
削減を図っている。例えばコートジボ
ワールの経済都市アビジャンでは、
現地受け取り拠点の設置によって農
村部からの注文が大幅に増加している。

直送方式では航空運賃が高いだけ
でなく、アフリカの通関時間は世界
平均より約30％長く、配送サイクル
は15～20日間に及ぶことがある。こ
のため資金回収は遅れがちで、消費
者・販売者双方に負担となっていた。
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また、代金引換が依然として主な決
済手段であった。しかし近年はフィン
テック企業の台頭により、従来の金
融サービスが届かなかった層にもデ
ジタル金融が提供され始めている。
2007年にケニアで導入されたモバイ
ルマネーサービス「M-Pesa」は、そ
の代表例であり、数百万人のアフリ
カ人に金融アクセスを提供した。取
引規模はケニアGDP 全体の40％に
相当し、GDP に20～30％のプラス
効果をもたらしたとされる。まさに、
この市場には未開拓の機会が眠って
いる。

Jumiaは中国の売り手に対し、EC
プラットフォームを活用した自社ブラ
ンドの創出を一貫して奨励している。

「アフリカ市場へのブランド参入は極
めて容易だ。現在は主にオフライン
看板広告による宣伝が行われており、
オンライン広告のトラフィック費用も
非常に安価である。当社ではブラン
ド専用の“ブランドデー”も設けてい
る。アフリカでは成熟したブランド概
念がまだ根付いていないため、あら
ゆるブランドが短期間で急成長する
可能性がある。例えば、あるノートパ

ソコン販売業者はわずか3か月でそ
のカテゴリートップの売り手になった」
と林莉氏は語る。

トム・ユリエ氏によれば、中国企
業にとってアフリカ進出の最大の障壁
は心理的なものだという。「多くの売
り手はアフリカに未知のリスクを感じ、
躊躇している。しかし実際には潜在
力は極めて大きく、参入障壁は想像
以上に低い。アフリカの消費者は高
品質かつ手頃な価格の商品を強く求
めており、多くのカテゴリーで競争は
まだ限定的だ」。

アフリカEC市場が成熟するにつれ、
成長は単なる販売チャネルの拡大で
はなく、浸透、差別化、そして現地
化によってもたらされる。競争力の維
持と長期的な価値創造のためには、
中国の売り手は輸出業者からブラン
ド導入者へ転換し、現地事業への投
資――たとえばオフィスや軽工業組
立工場の設立――が求められる。ロ
ーカルストーリーの発信、インフルエ
ンサーマーケティング、CSR活動によ
るブランド構築は認知度向上にもつ

ながる。流通・物流・小売のいずれ
においても、経験豊富なナイジェリア
企業との連携がスムーズな運営と市
場参入に資する。究極的には、低価
格戦略に依存するブランドよりも、現
地密着型のブランドのほうが成功しや
すい。

南アフリカの人類学者ジャン＆ジョ
ン・コマロフ夫妻は著書『南からの
理論（Theory From the South）』で
興味深い視点を提示している。アフ
リカが欧米に追いつくのではなく、む
しろ世界が多くの側面でアフリカ化し
つつあるという点である。実際、貧
富の格差拡大、階級の断絶、人種的
対立などにより世界各地で社会的分
断が深刻化しており、アフリカではそ
れがより極端な形で現れている。世
界がますます「アフリカ化」していく
なかで、消費行動は最も分かりやす
い鏡であり、分断が進む世界の構造
的特性と発展の難題を鮮明に映し出
している。
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教具メーカーから世界の
リーディングカンパニーへ

1996年、江蘇省淮安市施河鎮に住む王
強翔・王強衆兄弟は、自分たちが創業した

「淮安共創教学設備有限公司」が、20余
年を経て世界の人工芝業界の「隠れたチャ
ンピオン」になることは予想だにしていな
かった。教具市場の競争が激化するなか、

兄弟は偶然、人工芝に出会った。当時、
人工芝は主に設備の整った学校の校庭やト
ラックに使用され、高価な輸入品でありな
がら人気は高かった。兄弟は「コストパフ
ォーマンスの高い国産の人工芝を開発でき
れば、巨大な市場を開拓できるはずだ」と
考えた。そして、2002年、江蘇共創人造
草坪股分有限公司（CCGrass）を設立し、
国内でいち早く人工芝市場に参入した。
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大雨の中、江蘇サッカーリーグの試合で、選手が正確なクロス
を決める。いま、彼らの足元に広がる人工芝が、静かに世界のス
ポーツ産業の構図を塗り変えつつある。中国で生産された人工芝
が、CGT 緑城体育の生産ラインから、イングランド・プレミアリー
グのトッテナム・ホットスパー FC の練習場へ納品され、広州優格
が受けた注文がエジプト工場の生産ラインへ転送される。中国
製の人工芝は世界シェア6割以上を占め、140を超える国・地域
に輸出されている。
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当時、スポーツ施設の標準仕様は
天然芝で、人工芝は展示会や景観装
飾に用いられる程度であった。王強
翔は、国際市場では環境に優しく耐
久性の高い人工芝の需要が高まって
いることを敏感に察知し、巨額の資
金を投じてドイツ製の生産ラインを導
入するとともに、研究開発チームを
立ち上げ、芝繊維の老朽化を克服し
た。次に問われたのは、いかに市場
を拡大するかであった。共創草坪は
コンサルティング会社を雇って市場調
査を行い、その助言に基づいて人工
芝の施工業者と提携した。この施工
業者は多くのプロジェクトを抱え、受
注も安定しており、高品質・高性能
の共創草坪の製品は、徐々に評判を
高めていった。

2004年に転機が訪れた。共創草
坪の製品は権威あるオランダ ISA の
検査に合格し、人工芝メーカーとし
て中国で初めて国際認証を取得し、
国際市場への扉を開いた。さらに、
2005年には自社で生産工程を立ち
上げ、サプライチェーンの上流を開
拓した。これによりコスト削減を実現
し、同年、共創草坪は国内で業界ト
ップに躍り出た。2009年には海外の
売上高が初めて国内を上回り、2011
年から14年連続、世界販売ランキン
グのトップを維持している。2024年
の売上高は29億5200万元（約640
億円）で、純利益は5億1100万元（約

110億円）に達し、業界トップの座
を不動のものとした。共創草坪をは
じめとする中国の人工芝メーカーは、
現状に満足することなく、グローバル
展開を加速させている。

はじめに着手したのは技術革新で
あった。芝繊維の耐摩耗性、耐久性、
排水効率などを改良したことで、共
創草坪、傲勝股份、威騰体育、青島
青禾などの中国の人工芝メーカーが、
国際サッカー連盟（FIFA）の認定サ
プライヤーリストに名を連ねるように
なった。その後、市場拡大の動きが
続き、共創草坪がベトナムに設立し
た生産拠点の生産能力は淮安の本社
のそれに並ぶまでに成長。威騰体育
はエジプトに拠点を置き「一帯一路」
沿線諸国へ展開。青島青禾は欧米市
場に軸足を置く。こうした布陣のもと、
2021年には中国企業が世界の人工
芝供給量の60％以上を実質的に掌
握するに至った。

国内外の市場で攻防戦が展開され
るなか、2024年の世界の人工芝市
場規模は304億9800万元（約6700
億円）に達した。業界の情勢から見
て、今後の年平均成長率（CAGR）

は7.24％と予測され、2030年の市
場 規 模 は463億8900万 元（約1兆
200億円）に達する見込みである。
ところが、中国国内市場の比率は決
して高くない。AMIコンサルティング
のデータによると、2021年の中国国
内における人工芝需要量は0.82億㎡
で、世界全体の23.41％にとどまって
いる。さらに、上位企業は輸出依存
度が高く、共創草坪の2024年年次
報告書によると、海外売上高の比率
は88.62％に達し、国内売上高はわ
ずか11.38％であった。このように、
売上高には国内外で大きなギャップ
があった。ところが、江蘇サッカーリ
ーグの爆発的な人気が、この様相を
変えようとしている。都市サッカーリ
ーグがSNS上を沸かせ、全国各省で
地域リーグを立ち上げる動きが広が
り、競技場の需要が増大している。
サッカー場1面あたりの施工コストを
60万 元（約1296万 円）として、全
国で新たに1万面のサッカー場が建設
されれば、約60億元（約1296億円）
の市場が新たに生まれることになる。

また、都市サッカーリーグの盛り上
がりは、人工芝の再評価につながっ

共創人造草坪股分有限公司創設者兼会長 王強翔
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た。江蘇サッカーリーグのピッチは、
90分の激しい試合の後、わずか4時
間でコンディションが回復する。一方
で、天然芝は大雨が降ると「泥の戦場」
と化す。人工芝の認知度が高まるに
つれ、人工芝はスポーツ施設だけで
なく、レジャー空間、住宅や商業施設
の景観、街の緑化、展示会場など多
様なシーンでの活用が考えられるよう
になった。

人口芝の認知度の高まりによって、
「レジャー用人工芝」の需要が拡大
し、2019年の世界のレジャー用人工
芝の需要量は1億3700万㎡に達し、
人 工 芝 全 体 の46.13％ を 占 めた。
2021年の需要量は1億8600万㎡で、
53.30％を占め、スポーツ用を上回っ
た。今後、レジャー用人工芝の需要
は拡大を続け、2025年には2億7700
万㎡（全体の57.71％）に達する見
込みである。一方で、新たな消費シ
ーンも創出されている。広州優格は
2020年に人工芝メーカーとして創業
されたが、2022年にはパドルテニス
コート市場に商機を見出し、現在では
フレームやフェンスなど関連部材全般
を取り扱っている。2025年の年間売
上高は約6000万元（約13億円）に
達する見込みである。

ハイエンド市場への挑戦
中国の人工芝メーカーはすでに世

界生産能力の60％以上を占めている
が、一方で無視できない課題も見えて
きた。最大の不確定要因は原材料価
格の変動である。人工芝のコストの約
70％を原材料費が占め、主原料であ
るポリプロピレン（PP）は原油価格に
連動するため、原油が高騰するとPP
価格も急上昇し、生産コストが増加し
て粗利率は低下する。実際、2021年
に原油価格が急騰した際、青島青禾
の純利益は前年比7.45％減少し、リ
スクが顕在化した。

原材料に関連するもう一つの課題が
環境対応である。環境保護意識の高
まりとともに、エコ素材や環境配慮型
生産技術の導入が重要になっている
が、現時点で対応している企業はごく
一部に限られ、多くの中小メーカーは
従来技術に依存したままアップグレー
ドか淘汰かの岐路に立たされている。
アップグレードによりコスト競争力は
向上するものの、統一された認証体
系や業界基準がないため、中国企業
の多くは依然として中・低価格帯市場
に集中している。一方、 高収益のハイ
エンド市場は欧米企業が国際スポー
ツ機関の認証を盾に独占し、設計・
充填・舗装まで含めたサービス体制を
構築している。こうした認証を取得し
ている中国企業は、今なお数社にす
ぎない。

しかし、技術革新がハイエンド市場
の扉を開き始めている。威騰体育は

高性能素材の研究開発により、天然
芝との混播型や充填不要人工芝でブ
レークスルーを果たした。CGT緑城体
育は高性能ポリマーと多層構造設計に
よって耐久性を高め、世界各地の気
候に対応。共創草坪はリサイクル可能
な「非接着性PRTコーティング」を独
自開発し、全成分がプラスチックで構
成され、リサイクル処理が容易となっ
た。こうした技術革新により、中国製
品は低価格競争の枠を脱しつつあり、
共創草坪のスポーツ用人工芝の輸出
平均単価は2024年に2017年比23％
上昇しながらも需要は強い。

今後、中国企業の焦点は設計・施
工・メンテナンスなど付帯サービスへ
移行すると見られる。参入障壁はもは
や製造そのものではなく、敷設、品質
検査、保守まで含むサービス体制の
有無にある。CGT緑城体育はトッテナ
ム・ホットスパーFCのトレーニンググ
ラウンドを担当し、傲勝股份は国家体
育場「鳥の巣」の独占サプライヤーと
なり、共創草坪が敷設したFIFA 認定
競技場は世界で400を超える。

こうして中国の人工芝メーカーは、
すでに「規模拡大」から「価値創造」
へと軸足を移しつつある。人工芝の提
供に留まらず、リサイクルシステムの
構築や用途別ソリューションの提案へ
と進み、その一歩一歩が業界構図を
変え始めている。

広州優格のオフィススペースとスタッフチーム
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時代の変数は増え、技術革新は加速し、
情報環境は激変し、対立は増え、協力に
はこれまで以上のコストがかかる。大国か
ら中小企業まで、すべてがこの渦の中で動
かざるを得ない。世界は「暗黒森林」に

戻ったわけではない。むしろ、喧噪が渦巻
く市場へ、そしてゲームのルールが改めて
組み直される新たな段階へと向かっている。

では、限られた時間の中で信頼できるパ
ートナーをどう見つけるのか。どのような
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時は流れ、2025年を迎えた今、私たちは「時間が読めなくなっ
た」ことに気づく。これまで制度や契約にもとづいて積み上げられ
てきた協力関係は急速に揺らぎ、世界規模の信頼システムも次々
とほころび始めた。

こうした状況では、企業の意思決定はもはや単独の行為ではな
い。「他者がどう動くか」を読み、そのうえで「他者が自分の動きを
どう読むか」をさらに予測する――つまり、典型的な「ゲーム」の
構図へと変わってきている。
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協力の仕組みなら、不正を抑えなが
ら参加者のモチベーションを保てるの
か。一度きりの取引であっても、どう
すれば長期的な評判を築けるのか。

産業構造はストック型市場へ移る
一方で、AI・クリーンエネルギー・
Web3.0 といった新興領域には過剰な
期待と投機が渦巻く。国家間の情報
はアルゴリズムと安全保障によって制
御され、企業間の情報も、プラットフ
ォームのデータ非公開やオープン／ク
ローズ戦略によって複雑さを増してい
る。消費者との関係ですら、AI生成コ
ンテンツや誇張されたプロモーション
が入り混じり、信頼とシグナルの取り
合いという“ゲーム”の様相を呈してい
る。

──ようこそ、新しい「ゲームの時
代」へ。

この理解しがたい世界を
再解釈する

イスラエルとイランは「戦うと言え
ば戦い、停戦と言えば停戦する」。ト
ランプの関税政策も「上げると言えば
上げ、下げると言えば下げる」。同盟
か競争相手かといった区別は本質で

はない。政治とは、ミクロの現象がマ
クロとして現れる構造であり、それは
経済にも当てはまる。

私たちは長く、過去・現在・未来
を一本の延長線で捉える「線形理性

（直線的予測思考）」を重視してきた。
それは歴史から学び、リスクを回避し、
協力効率を高めるための基盤であり、
ビジネスでは効率性や成果の向上を
支えてきた。しかし、プラットフォーム
間の競争や多様な不確実性が渦巻く
現在では、混沌とした「戦略的相互
作用」がこの線形理性に取って代わり、
ビジネスを理解するための入口となっ
ている。

ファーウェイ、アップル、エネルギ
ー企業、石油産業――あらゆる組織
と産業が再構築の局面にある。私た
ちはいま、古くから存在する問いに再
び直面している。「もし私がこう動けば、
相手はどう出るのか」。ルールは機能
せず、猜疑と警戒が社会全体に広が
っている。

なぜ世界はルールを無視
するようになったのか

ファーウェイの孟晩舟氏は、電子ア
ンクレットを装着し苛烈な日々を送っ
た記憶を、今も忘れてはいないだろう。
米国のエタン輸送船の船主もまた、
数万トンのエタンを「いつ中国港に荷
揚げできるのか」と問い続けているに
違いない。

半導体大手 NVIDIA は「国家安全
保障」を理由とし、対中輸出向けに
製品仕様を変更。TikTokも米国政府
から「国家安全保障」を名目に、事
実上の“死刑猶予”を言い渡された。
地政学対立と技術競争の波は、企業
統治や資本市場にも及び、日々ニュー
スが既存の認識を覆している。

米中テクノロジー戦争、サプライチ
ェーン再編、ロシア・ウクライナ戦争、
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AIセキュリティ競争──さらには、ア
フリカの草原で芽生える一粒の種子か
ら南極氷河の融解に至るまで。すべて
がネットワーク化された世界では、国
家・市場・プラットフォームの力が複
雑に絡み合い、企業も個人ももはや
独立して存在することはできない。

情報の過多は格差を埋めるどころ
か、むしろ新たな「情報の非対称性」
を生み出している。無数の変数が連

鎖反応を起こし得る環境の中で、世界
の不確実性は加速度的に高まっている。

崩れゆく従来型の
ビジネス慣行

山東省即墨市のライター製造業界
を代表する企業は、最近の変化に強
い不満を抱いている。メキシコやパキ
スタンとの使い捨てライター取引は、
これまで安定していた。アリババやメ
ールでニーズを確認し、仕様合意後
に前払いし、海運で出荷、納品後に
残金を支払う――という従来の流れが
変わったのである。常連顧客から「前
払い不可、代金引換のみ対応可能」
との連絡が相次ぐようになった。

その理由は二つ。第一に為替変動
により支払いの不確実性が増したこ
と。第二に地政学的対立や国際貿易

摩擦に伴う海上輸送への懸念である。
かつて国際ビジネスはルール・契約・
グローバル化による信頼に基づいて
いたが、今ではルールの「隙間」を
利用した戦略的協力や、政治・特許
覇権に左右される「信用のチェック＆
バランス」へと移行しつつある。

規模拡大によるコスト優位が収益源
である中小企業にとって、この変化は
致命的だ。1件あたりの利益はもとも
とわずかであり、東南アジアにおける
サプライチェーン整備の進展や中東企
業の台頭も加わり、世界市場での価
格交渉力は低下し続ける。一方で、
信頼と協力にかかるコストだけは上昇
し続けている。

それだけではない。浙江省台州市
で自動車部品を輸出する企業では、ド
イツ・フランスの自動車メーカー向け
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取引でキャンセル通知が急増している。
「貿易交渉」「新エネルギー車」「ダ
ンピング」といった文言が頻繁に使わ
れている。

取引先はインターネットを通じて中
国関連情報を入手する機会が増えて
いるが、そこには誤情報も多い。協
力関係はマクロ政治や貿易構造の影
響を一層強く受けるようになり、不正
確な情報と猜疑心の高まりのなかで、
企業は慎重にならざるを得ない。

いま、世界的な不確実性の上昇、
信頼・協力コストの増大、意思決定
条件の変化が重なり、企業は不完全
な情報、曖昧なシグナル、戦略的猜
疑心のもとで行動せざるを得ない状況
に置かれている。

「核ボタン」から
「アルゴリズムボタン」へ

1928年、軍事や経済で国家間の対
立が資源争奪の死活問題となる中、
フォン・ノイマンはボレルの研究を発
展させ、ゲーム理論の基礎となる「極
大極小定理（最悪を想定しつつ最善
を追求する）」を提唱し、対立構造を
数学的に解明した。後にナッシュが理
論を非ゼロサム・多者間ゲームに拡
張し、「戦略的均衡」の概念を確立する。

ノイマンは、経済行動の本質は戦
略的相互作用にあり、市場競争や入
札といった意思決定はゲームモデルで

説明すべきだと考えた。認めるか否か
にかかわらず、「対峙」は今や現実の
常態であり、過去への回帰を意味しな
い。むしろ新しいビジネス環境で生き
るための「共通言語」となり、プラッ
トフォーム間競争の構造そのものとな
った。かつてゲーム理論は「核ボタン」
の論理を支えていたが、現在では「ア
ルゴリズムボタン」、すなわちプラット
フォームを動かす計算アルゴリズムの
論理へと進化している。

価格競争、データマイニング、環境
責任――いずれも、合理的に振る舞
っているはずが全体では最適解から
外れる典型的な「囚人のジレンマ」
である。AI 軍拡競争や関税引き上げ
の駆け引きのように、譲歩すれば遅れ、
譲らなければ共倒れになる構造は「チ
キンゲーム」の典型だ。契約協力、
長期顧客、評判管理には、長期的イ

ンセンティブ設計が不可欠であり、こ
こに「繰り返しゲーム」の考え方が適
用される。

CEOのPR 行動、資金調達ラウンド
での振る舞い、製品のプレオーダー
などは、いずれもシグナルの設計とそ
の解釈が勝敗を左右する領域であり、
情報非対称な「シグナルゲーム」である。

ビジネスの駆け引きはもはや「完全
合理的な人間が明快に話し合う」もの
ではなく、判断の偏り、認知の盲点、
さらにAIアルゴリズムの独自ルールが
絡み合う。一見混沌とした競争の背後
には常にゲーム理論の構図があり、そ
れは冷たい数式ではなく、私たちの現
実そのものの構造である。

行動ゲーム理論に「人間性」を導
入すると、損失回避や地位への執着、
さまざまなバイアスが、企業が損と知
りつつあえて決断する理由を説明しうる。
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京東、美団、餓了么の配達戦争の
本質は、アルゴリズム同士の攻防であ
る。AI 駆動の入札広告競争、高頻度
の自動取引、拼多多の「グループ購
入」、淘宝の「坑産」ロジック――い
ずれもゲーム構造を人為的に設計した
例である。

メカニズム設計はすでにプラットフ
ォームの中核能力となり、ゲームのル
ールを設計する者がゲームを支配す
る。ビジネスが多変数・多ラウンド・
多層の相互作用に入った今、ゲーム
理論はもはや「衝突理解の道具」で
はなく、「未来を読み解く展望塔」で
ある。理性だけが変数ではなく、アル
ゴリズムが行動を担い、人間心理が
シグナルを乱す。ゲームの新たな変数
を理解してこそ、新たなビジネスが見
えてくる。

繰り返される信頼：
サプライチェーン協力の
新たな論理

定義：繰り返しゲームとは、プレイ
ヤーが相手の過去の行動を観察し、
そのデータから「今後どの程度協力す
るか」を予測し、自らの長期利益を
最大化するために協力の可否を戦略
的に判断する仕組みである。ここで成
立する信頼は感情ではなく、繰り返さ
れる相互作用の中での戦略的選択と、

信頼維持のための行動管理（評判管
理）によって形成され、その結果とし
て安定した協力が生まれる。

脱グローバル化が進みつつも完全
な離脱が不可能な現代において、サ
プライチェーンは国家戦略の延長領域
であり、企業戦略の実験場となった。
その構造は、ゲーム理論で最も複雑
なカテゴリー――多者間・動的・反
復的・情報非対称――へと変貌して
いる。私たちは今、極めて現実味を
帯びた国際的な駆け引きの只中にあ
り、そこでは繰り返しゲームの理論自
体が重大な試練にさらされている。

サプライチェーンの
「政治地理の書き直し」

過去20年以上にわたり、米中は技
術・製造・市場分野で高度に組み合

わさったグローバル規模のゲーム構造
を形成してきた。中国は高効率の製
造能力を提供し、米国はコア技術と消
費者向け端末市場を主導し、双方が
役割分担しながらグローバルバリュー
チェーンを構築してきた。

しかし2018年、米国が一方的に貿
易戦争を開始したことで、この構造は
体系的衝撃を受ける。米国は「チッ
プと科学法案」や「輸出管理リスト」
を整備し、中国企業による高性能チッ
プや EUV 露光装置の入手を制限。フ
ァーウェイ、SMIC、カンブリアなど多
くの企業が相次いで取引制限リストに
追加され、コアサプライチェーンは断
絶の危機に直面している。

さらにTSMC やサムスンといった重
要企業でさえ、地政学的圧力の下で

「どちらの陣営に立つのか」という選



択を迫られている。こうした分断（デ
カップリング）の背後には、従来の協
力型ゲーム構造から、ゼロサム型対
立構造への転換がある。結果として信
頼メカニズムは崩壊し、長期協力を前
提とした繰り返しゲームが中断された。
企業は政治的駆け引きの中で、単独
で身を守ることが事実上不可能になっ
ている。

2022年以降、アップルはインドや
ベトナムでの展開を加速。インドでは
タタグループ主導の新型 iPhone 組立
ラインが稼働したが、労働効率の低さ、
インフラの脆弱性、品質の不安定さな
ど課題が山積している。「中国＋1」
戦略は今や多くの中国企業・外資企
業にとって避けられない選択肢となり、
アップルも中国サプライチェーンを維

持しつつ、外部でのバックアップ体制
を試験構築するという「二重の信頼メ
カニズム」を取っている。

これは典型的な繰り返しゲームにお
ける「信頼再構築」のプロセスである。
アップルは中国を切り捨てたのではな
く、構造的不確実性の中で、リスクヘ
ッジ型の信頼を模索しているにすぎな
い。

信頼再構築の三つの溝
ゲームが新たな環境へ移行する際、

まず向き合うべきは「信頼をいかに繰
り返し構築するか」である。信用チェ
ーンを再構築するには、繰り返しゲー
ムそのものを立て直す必要がある。サ
プライチェーン協力において信頼は、
一度の成功ではなく、長期的な相互

作用を通じて形成される「継続的な
約束」である。

アップルが中国サプライヤーと長年
協力できたのは、典型的な繰り返しゲ
ームの成果である。発注、製品改良、
アフターサービスといった接点を重ね、
短期利益より長期価値を優先する枠
組みを構築してきた。同時に、一方
が契約を破れば、協力拒否や複数回
のペナルティといった罰則が機能する。

この構造を米中関係に当てはめる
と、本来の繰り返しゲームは次の形で
あった――中国製造業が米国テック企
業へ継続供給し、米国は注文・技術・
ブランド保証を提供し、双方は長期信
頼を基盤に関係を築いてきた。しかし
現在、貿易戦争の激化により、従来
のメカニズムは断絶し、プレイヤー（米
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中および企業）は「構造修復か」「新
たなゲーム相手の探索か」を迫られ
ている。

ゲームは第二段階「信用ゲーム」
へ移行する。フォックスコン、立訊精
密、BYDなどの信用は、一朝一夕で
はなく、納期遵守、技術進化、逆境
対応などを積み上げた「製造者とし
ての信用」である。インド工場が代
替できない最大の理由は生産能力で
はなく、まだ「信用曲線（実績の蓄
積）」が形成されていない点にある。
OEM企業が納期を遅らせれば、アッ
プルによる「格下げ」のような見え
ない制裁もあり得る。

製造業における第二段階の本質
は、歩留まり、制度実行力、危機対
応速度といった能力であり、これらは
最終的に「信用スコア」として可視

化され、次回の協力可否や深度を直
接左右する。

次の段階で立ちはだかる壁は、「不
完全な情報の中で未来に賭ける」と
いう点にある。サプライチェーン戦略
の深層には、相手の「本心」「実力」
を完全には把握できない構造がある。
アップルはインドの政策継続性を、
中国製造業は受注維持を、ベトナム
は中立性を、それぞれ確信できない。
この状況は、互いがシグナルを発し
合いながら探り合う「不完全情報ゲ
ーム」である。

企業は投資拡大、納期前倒し、透
明性向上などによって「信頼できる」
というシグナルを継続発信する必要
がある。国家も補助金、参入規制、
輸出規制などで企業を引き寄せよう
とする。しかし情報が不完全である

以上、双方とも「信頼の連鎖が必ず
築かれる」と確信することはできない。

「パンドンライ式」解決策
パンドンライは河南省許昌発祥の

無名のスーパーマーケットにすぎな
かったが、サービス品質の高さと独
自の信用システムによって、中国小
売業界を代表するロールモデルへと
成長した。

消費者がパンドンライを選ぶ理由
は、必ずしも価格の安さではなく、
苦情が迅速かつ測定可能な形で処理
されるという「信頼」にある。サプラ
イチェーン信頼回復の鍵は、この「パ
ンドンライ式」信頼システムの構築に
ある。

未来の競争は製品対製品ではなく、
信頼システム対信頼システムへ移行
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する。現在のサプライチェーン危機は
「中国離れ」ではなく、「単一依存か
らの脱却」が本質である。

企業は「二重回路」の信頼システ
ムを設計すべきだ。中核生産は中国
に残しつつ、柔軟な生産能力をイン
ドやベトナムに分散させる。国家レ
ベルでも、制度的依存打開に向けた
動きが進んでおり、中国が EDAツー
ルやチップエコシステムを自主開発し
ているのは、「ゲーム終結」を見据え
た布石である。

この信用構造の再設計は、特定市
場を完全に代替するのではなく、双
方が駆け引きしながら均衡点を探る

「二方向ゲーム」への移行である。
新たな均衡構築には、シグナルの発
し方（シグナルメカニズム）と約束
履行の仕組み（コミットメント設計）

が重要になる。
信用は「観察可能・検証可能・測

定可能・処罰可能」に設計すべきだ。
具体的には、①品質指標の定量化、
②契約履行率の継続追跡、③主要拠
点の透明性（見える化）、④インセン
ティブと長期契約の連動、⑤信用破
壊への構造的ペナルティなどである。
こうして初めて、サプライチェーンの
信頼が再構築され、「パンドンライ式」
モデルが企業間・国家間にも適用可
能となる。

企業に求められるのは、「調達 ‐
製造」の視点から「戦略 ‐ ゲーム
理論」への転換である。サプライヤ
ーの戦略意図をどう見抜くか。自社
の信用が相手にとってどの価値を持
つか。ゲーム理論的コストをどう高め
るか。つまり企業は、コスト計算や
品質計算に加え、「ゲーム理論に基
づく利益計算」を導入すべき時代に
入ったのである。
「線形サプライチェーン」から「戦

略的ゲーム理論」へ――サプライチ
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ェーンはもはや単なる「コストの産物」
ではなく、戦略によって形づくられる
構造となった。

米中科学技術協定の揺らぎ、アッ
プルの多地域型サプライチェーン再
編、サプライヤー間の信用争奪戦、
プラットフォーム規制がもつ抑止力の
増大――私たちは今、取引の論理か
らゲームの論理へ移行する歴史的転
換点を目撃している。

囚人の価格戦争：
プラットフォーム競争の
呪縛を解くのは誰か

定義：「囚人のジレンマ」とは、あ
る参加者の利益が必ずしも別の参加
者の損失から生まれるわけではない
ことを指す。個々が自分の利益を最
大化しようと行動することで、かえっ
て全体としては最適な結果が得られ
なくなる――そのようなジレンマ構造
のことである。

中国のプラットフォーム競争は、こ
の「囚人のジレンマ」の典型例だ。
戦いはいつも補助金のばらまきから
始まり、往々にして赤字で終わる。モ
バイルインターネットの成長期が終わ
り、ユーザー数の伸びが頭打ちにな

り、資本が慎重姿勢に転じた現在、
価格競争はもはや成長の原動力では
なく、戦略の歪みをあぶり出す「試
金石」となっている。

では、いまのプラットフォーム競争
は、ユーザーを奪い合う「ユーザー
ゲーム」なのか、それとも構造その
ものが勝敗を決める「構造ゲーム」
なのか。補助金は短期戦術にすぎな
いなのか、それとも市場に向けた「シ
グナルの発信」なのか。「囚人のジ
レンマ」から脱却し、長期的な価値
を構築するにはどうすればよいのか。
今こそそれらを見直す必要がある。

プラットフォーム補助金
戦争のゲーム論理

2024年、京東は複数回の試行を
経てフードデリバリー事業に本格再参
入し、美団の本拠地に正面攻勢をか
けた。ユーザー・店舗・配達員に多
額の補助金を投入し、1日当たりの注
文数は100万件を突破した。

これに対し美団は「城守（守城）
作戦」を発動し、配達員の賃上げや
店舗保護策で迎撃。両社は全国規模
で資金を投じて全面対決し、たびた
び規制当局の関心を集めた。「フード
デリバリー戦争」は京東、美団、ア
リババのみならず、Ctripや58同城な
ど他プラットフォームにも波及し、大
乱戦へと発展した。

この価格戦争の本質は、合理的に
行動しているはずの企業が、結果と
して「非合理」な状態に追い込まれ
る構造にある。参戦しなければユー
ザーを失い、参戦すればキャッシュフ
ローが赤字に転落する――典型的な

「囚人のジレンマ」である。
国際市場でも、拼多多の Temuと
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Shein が激しい価格競争を展開。「低
価格＋無料返品」を前面に出した結
果、物流・倉庫・マーケティングコス
トは高止まりしたまま、品揃えの重複
やサプライヤー同質化が進み、「競次」

（条件が劣化した状態で競う）現象
が顕在化した。

Temuは北米市場だけで月数億ドル
規模の赤字を計上。Shein は IPO 準
備や差別化ブランド戦略へ軸足を移し
始めた。ここでも、立場の違いによる
“ずれた囚人のジレンマ”が見られる。
Sheinは価格競争からの脱却を図り品
質・ブランド戦略へ移行する一方、
Temu は新規顧客獲得のため補助金
戦略を継続している。

勝者なき囚人の賭け
プラットフォーム間の価格競争は、

補助金を出すか／出さないかの二者
択一ゲームに陥りがちである。単発の
勝負で見れば、補助金を出すことは
常に「合理的な選択」である。補助
金を出せば、双方が損失を被るか、
補助金を出した側が市場シェアを奪う
かのいずれかになるためだ。しかし、
これが繰り返されると、この非協力均
衡は、双方が損失を重ねる「相互破
壊の罠」へと変貌する。

補助金競争に陥りやすい背景には、
資本市場が常に高成長を期待するこ
と、ユーザーの乗り換えコストが低く

流出しやすいこと、販売業者は注文数
を優先するため忠誠度が低いこと、配
達員の流動性が高く獲得コストも高い
ことなどがある。こうした構造が、多
くの関係者が入り乱れる複雑な駆け引
きを生み出している。

各主体が合理的に行動するほど相
乗効果が働き、システム全体が損失
を招く。なぜなら競争はもはや単純な
A対Bの対立ではなく、プラットフォー
ム対プラットフォーム、プラットフォー
ム対加盟店（リベート・手数料交渉）、
プラットフォーム対ユーザー、プラット
フォーム対配達員という、多層で動的
なゲーム構造に拡大しているからである。

一社が価格競争を仕掛ければ、劣
勢を避けるために他社も巻き込まざる
を得ない。その結果、プラットフォー
ム全体のエコシステムは崩壊と再構築
の危機に直面する。補助金政策の背
後では、信頼の崩壊とエコシステム内
部の消耗という二重の代償を伴うので
ある。

白旗を掲げる方が
銃を構えるより賢明だ
「囚人のジレンマ」に陥れば、ゲー

ムは混沌に入り、最終的には双方が
傷つく結果になりやすい。これを回避
する唯一の方法は、そもそも「囚人」
にならないことである。

京東は自社運営と配送管理の強み

を前面に出し、美団とは正面衝突を
避ける。美団は地域密着型の生活用
品に焦点を当て、京東の利益源であ
る 3C（家電・デジタル）には踏み込
まない。SHEINはデザイン性と「ライ
トブランド」価値を訴求し、低品質の
価格競争には加わらない。拼多多も
国内で「百億補助金」を展開した後、

「農産物直送」「百億エコチェーン」
へと転換し、アリババの中核商品体系
とは真正面から競わない。差別化によ
り直接比較されない立ち位置を取るこ
とが、「悪循環の価格競争」を断ち切
る鍵となっている。

一度「囚人のジレンマ」に陥った
場合、最も重要なのは即座に「動的
シグナル」を発信することだ。たとえ
ばデリバリー戦争では、「補助を永久
には続けない」と競合に認識させる必
要がある。繰り返しゲームではシグナ
ルが極めて重要であり、「補助継続」
というメッセージを出し続ければ、相
手は強硬姿勢を取るしかなくなる。一
方、「補助は一時的な戦術である」と
いうシグナルを出せば、全面戦争を避
けられる可能性がある。

ただし本質的に脱却するには、価
格ではなく構造的なロックオン（囲い
込み）メカニズムを構築しなければな
らない。つまり、自社ブランドの「プ
ライベートドメイン」を確立し、ユー
ザー・加盟店・配達員をつなぎ留め、
価格競争参入自体のコストを高めるこ
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とである。現金補助を継続するのでは
なく、それを「構造的拘束」に転換
できた時、プラットフォームは消耗戦
から蓄積戦へ移行できる。

今日のプラットフォーム戦争は、ユ
ーザーへの実質的利益ではなく、市
場構造が固まる前の「先手優位」獲
得競争である。「囚人のジレンマ」は
打破不可能ではない。重要なのは、
新たな非対称戦略を設計し、シグナ
ル発信で相手の行動を制御し、持続
可能な囲い込み構造によって関係者
に好循環を生むことだ。真の勝利と
は、相手を消耗させることではなく、「戦
う意味がない」と思わせることである。

誰が臆病者か：
AI巨頭たちの冷戦と熱戦

定義：チキンゲームとは、先に一
歩引けば負けだが、引かなければ双
方が共倒れする危険性がある状況を
指す。勝敗を決めるのは単純な実力
差ではなく、どちらがより大胆に賭け
に出られるかである。いま起きている
AI競争は21世紀で最も典型的で、か
つ危険な競り合いになりつつある。

OpenAI、Google、Anthropic ―― ク
ローズドソースとオープンソース、技
術発表のスピード、政策リスクへのヘ
ッジまで、一見すると技術選択の違い
に見えるこれらの動きの背後には、高
度で複雑な戦略的駆け引きが潜んで
いる。これは一方が勝ち、もう一方が
負けるという単純な勝敗の物語ではな
く、「先に譲歩したほうが負け」という
構造的な罠の中で、各社が身動きで
きなくなっているのだ。

狂乱のAI軍拡競争
OpenAI は ChatGPT の大ヒット後す

ぐに「クローズドソース＋ API ライセ
ンス＋企業向けサブスクリプション」
という収益モデルを確立し、GPT-4 や 
GPT-4o をリズムよく投入することで技
術の主導権を握った。

一方 Google は Gemini を軸に、検
索・YouTube・Android との 連 携 を
強化し、マルチモーダル能力とエコシ
ステム統合を前面に打ち出している。
モデル単体の性能では OpenAI に劣
る部分を、プラットフォーム全体の力
で補おうとしている構図だ。

両社とも強力なモデルを持ちながら、
あえて透明性を制御し、力を示しつつ
も早期決着を避ける戦略を取ってい
る。加えて、規制当局も動き始めてい
る。EU の AI 法案や米国防総省のシ
グナルは、この競争に一定の抑制が
必要であり、外部コストが顕在化して
いることを示している。

この構図は典型的な「二強のにら
み合い」であり、第三勢力はその間
に生じる不確定な「チキンゲーム」に
巻き込まれつつある。オープンソース
化を急げば短期的な評価は得られる
が、長期的には競争優位を手放す可
能性がある。一方、動きが遅すぎれ
ば、イノベーションの速度も市場の注
目も失いかねない。戦いはまだ続い
ている。

Anthropicは「憲法型 AI」を掲げ、
安全性重視の姿勢を明確にし、学習
プロセスの「制御可能性」を繰り返し
強調している。Metaは「段階的オー
プンソース化」を選択し、倫理面・
エコシステムの両面で「開放陣営のリ
ーダー」的地位を狙う。ただし完全に
コントロールを放棄するわけではなく、
商用利用制限付きライセンスによって
一定のプラットフォーム力は維持して
いる。

これらのプレイヤーは AI 市場にお
ける「攪乱者」「調整者」として機能
している。彼ら自身が最初に勝利する
とは限らないが、大手に戦略調整を
強いるだけの存在感を持っている。

攻めと譲歩の駆け引き計算
チキンゲームの本質は、「先に譲歩

した側が負ける」点にある。双方に
は強硬姿勢を取る理由があるが、互
いに突進すれば、性能の不確実性、
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ハルシネーション、悪用リスクなどシ
ステムリスクが一気に高まり、規制介
入や社会的信頼の喪失を招きかねない。

譲歩すれば遅れを取るが、突進す
れば先手を打つ可能性がある反面、
壊滅的な結果を招く恐れもある。つま
り勝負の分岐点は、どちらが信頼で
きる抑止力と理性的なイメージを演出
し、相手に譲歩を促せるかにあり、こ
のゲームではシグナルが極めて重要と
なる。

俗に「臆病者は大胆な者を恐れ、
大胆な者は命知らずを恐れる」と言わ
れるように、本気かどうかは必ず見抜
かれる。OpenAI のシグナルは典型的
で、サム・アルトマンは「規制が必要」

「オープンソース化には慎重に」と語
る一方、モデル改良と統合は止めず
加速させている。すなわち「言葉は
慎重、行動は迅速」という混合シグナ
ルであり、読み取りが難しい。

一 方 Google は、安 全・融 合・統
合を重ねて強調しつつ、Gemini シリ
ーズを検索や画像生成などの主戦場
に段階的に展開する「安定の中の推
進」を採っている。ただし、投入タイ
ミングが見えにくく、行動の不透明さ

が相手に常に警戒を促す。
最終的にこのゲームを制するのは、

相手のシグナルを正しく読み、自らの
シグナルをどう設計できるかを理解し
た者である。

チキンゲームの心理戦術
チキンゲームでは「攻めるか、引く

か」の判断がすべてを決める。AI 競
争においては、その判断基準となる
四つの条件を見極める必要がある。
――モデルの先行幅、規制介入の強
さ、オープンソース化のリスク、そし
てシグナルをどこまで制御できるか、
である。

場合によっては条件そのものより、
相手にどうシグナルを見せるかの方が
重要になる。チキンゲームで真に勝つ
のは、最も速く突進する者ではなく、
相手に「この人は本当に止まらないか
もしれない」と思わせた者だ。これが

「最適な抑止力」である。
その抑止力には、いくつかの条件

が必要となる。第一にシグナルの一貫
性。言行一致が不可欠であり、「安全」
を強調しながら裏でアップデートを急
げば、信頼は一瞬で崩れる。第二に

コストの沈没化。ロードマップ公開、
強固なパートナー連携、大規模インフ
ラ投資を通じ、「後戻りできないコスト」
を積み上げることで「彼らは背水の陣
だ」と悟らせる。第三に戦略経路の
不可逆性。たとえば OpenAI とマイク
ロソフトの結びつきは撤退コストを極
端に高め、「もう進むしかない」と思
わせる強力なシグナルとなっている。

AIの駆け引きは、もはや計算能力
ではなく、戦略リズムをどう作り、相
手の出方を制御するかの勝負である。
業界全体が並走する今、勝つのは「最
強の技術を持つ者」ではなく、「これ
以上戦っても意味がない」と相手に思
わせた者である。これが、複雑なシグ
ナルが飛び交い、わずかなリズムの
差が勝敗を左右する――現代AIをめ
ぐる戦略的チキンレースだ。

実際、チキンゲーム化しているのは
AI 産業に限らない。霸王茶姫や蜜雪
冰城をはじめとする飲料業界、太陽光
発電、新エネルギー自動車、菓子店
など――市場とユーザーの支持を奪
い合うあらゆる業界が、生死を懸けた
競争に直面している。その背後には同
じ構造がある。

では、どこまで攻め、どこで引くべ
きか。いかに「信頼されるシグナル」
を設計するのか。道義的立場を保ち
ながら、先行企業の巻き添えにならず
に生き残るにはどうすべきか。これら
に答える知恵こそ、現在の技術起業
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家が身につけるべきゲーム理論の核
心である。

ファーウェイからTikTokへ
企業はどう生き残るか

現代の世界では、企業はもはや「市
場の参加者」であるだけではない。
国際政治の中で、企業はしばしば「地
政学の代理人」となり、国家の意志
を体現し、制度競争の実験場となり、
政策シグナルを発信する存在へと変
わりつつある。特にハイテクやイン
フラのような重要分野では、一企業
の浮沈が国家安全保障やイデオロギ
ー、さらには外交戦略にまで直結する
ことも珍しくない。

企業の命運は国家戦略の
座標の中に組み込まれる

TikTok は2018年から北米で急速
に人気を獲得し、その成長スピードと
ユーザー定着率は、米国プラットフォ
ームの想定を大きく上回った。しかし 
2020年以降、親会社バイトダンスは
米政府から繰り返し圧力を受けること
になる。TikTok が直面しているのは、
もはや単なる商業コンプライアンスで
はなく、米側が同社を「敵対国による
世論操作の代理装置」と見なし始め
たことで、攻防は地政学の領域に移行
している。

TikTokは運営の透明性向上、米国
ユーザーデータ管理を Oracle に委託
する仕組み、CEO の議会公聴会出席
などを通して、「当社は中国政府の代
理ではない」とシグナルを発信してき
た。これは典型的な、動的で不完全
情報を伴うゲーム構造である。

類似の例として、李嘉誠氏率いる
長江実業グループがパナマ運河を含

む 43港湾の米企業への売却を進めた
際、中国政府の警戒と国民の疑念を
招いたことが挙げられる。

貿易摩擦が激化する現在、企業の
意思決定はもはや企業単体の問題で
はなく、国家戦略という座標の中で判
断せざるを得ない。企業自身も「どこ
まで国家の意向に組み込まれている
のか」「どの程度の地政学リスクを負
っているのか」を完全には認識できな
いため、協力姿勢、透明性、コンプ
ライアンス徹底といった“ 観察可能な
行動”を通じて信頼に足るシグナルを
発信するしかない。

一方で国家側は、企業のシグナル
を独自の解釈枠組みに基づき動的に
評価・調整する。TikTokの戦略は透
明性の継続的発信に軸足を置くが、
シグナルの「解釈権」は企業ではなく
相手国にある。

地政学的対立が深まるなかでは、
どれほど中立性を示しても「戦略的偽
装」と解釈されるリスクが常につきま
とう。企業がどれほど誠実なシグナル

を出しても、国家が抱く認知枠を変え
ることは容易ではない。

つまり、このゲーム構造においては、
事実そのものよりも、発したシグナル
が信頼されるかどうかが勝敗を左右す
る。こうした構造を理解する上で、ゲ
ーム理論におけるリーダー・フォロワ
ー型の『シュタッケルベルグモデル』
は重要な視点を提供する。

国家はリーダー
企業はフォロワー

シュタッケルベルグモデルでは、リ
ーダー（国家）がルールや制約、進
むべき方向を決め、フォロワー（企業）
はその枠組みの中で 最適な行動を選
ぶしかない とされる。つまり、企業は
このゲームの中で完全な主導権を持
つことはできない。

しかし、企業にもできることはある。
複数回のフィードバックを積み重ね、
国際的なパートナーシップを広げ、制
度的信頼（レピュテーション）を築く
ことで、国家の将来の判断に影響を
与える余地は残されている。

ファーウェイが米国の技術封鎖に直
面したとき、「自社開発への転換」「代
替技術の確保」「新たなエコシステム
構築」といった多面的な戦略を一斉
に動かしたのは、まさにシュタッケル
ベルグ型の状況下で 最善ではなく次
善の戦略を追求した結果である。
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境界なき企業の境界
企業が国籍ゆえの制約を受ける局

面に入ると、その企業は通常の市場
プレイヤーで
は な く、国 家
の 代 理 人とし
て扱 わ れる。
TikTok が米国
で 娯 楽 アプリ
で は な く「情
報影響力ツー
ル」と 見 な さ
れ、ファーウェイが5G 分野で制度競
争の象徴となったのは、その典型であ
る。この状況では商業合理性だけで
は理解を得られず、国家間ゲームの
構造を理解することが不可欠となる。

企業が地政学的圧力下で取り得る
戦略は三つに大別される。第一に、
余地のある領域では「透明・中立」
戦略を採用し、データのローカル化や
第三者監督、分権型ガバナンスで疑
念を和らげる（TikTok型）。第二に、
業界自体が警戒対象となる場合は「構
造分割」戦略をとり、現地法人の独
立化やライセンス再授権によって規制・
リスクを切り離す。第三に、全面封鎖
が進む領域では「対抗・代替」戦略
とし、自前のエコシステム構築やサプ
ライチェーン再編で独立性を高める（フ
ァーウェイ型）。

このような環境では、企業は自社の
行動が政治的に解釈されることを前提
に、共同ガバナンス、データ公開、
国際監査など、歪曲されにくい透明性
メカニズムを事前に整備する必要があ
る。国家にとって企業はもはや中立で
はなく、政治と企業の境界は急速に溶
けつつある。企業が備えるべき能力

は三つ。第一に、国家間駆け引きに
おける自社位置の把握。第二に、複
数のシグナル経路を設計し、それぞ
れに対応する戦略の準備。第三に、

不確実な制度
下でも信 頼を
獲 得できる行
動メカニズ ム
の構築である。

企業が直面
する市場構造
も戦略選択を
左 右 する。市

場には大きく二つの類型がある。第一
は、多くのプレイヤーが共存できる利
益分配型で、協力・補完が成立しや
すい。第二は、最終的に一強のみが
残る権力奪取型で、協力余地が小さく
競争は淘汰に向かう。新エネルギー
自動車産業はかつて前者だったが、
現在は後者に移行しつつある。市場
構造が変われば戦略も変える必要が
ある。企業がまず問うべきは「競争す
るか」ではなく、「構造が協力を可能
にするのか、それとも衝突を避けられ
ないのか」である。

協力成立の条件も明快だ。役割分
担が明確で資源が補完的であり、失
敗した際の共同罰則が機能し、長期
的反復が見込める場合に協力は安定
する。逆に、価値提案が重なり製品
が同質化し、ユーザーが競合し、失
敗の痛みが共有されない場合には対
立は避けられない。協力と対抗の構
造は固定ではなく、時間や
状況によって転換する。か
つて協力していたファーウェ
イとクアルコムが、米中対
立の激化とともに対抗関係
へ移行したのは象徴的である。

競合と協力の三原則
ゲーム型の世界では、競合と協力

は明確に切り分けられず、多くの戦略
は明文化されたルールよりも、構造に
潜む暗黙のルールによって決まる。企
業はそれを見抜き、適応し、ときには
形成する必要がある。

第一に、協力可能な領域には無用
な資源を投入せず、協力の窓の開閉
を見極めながら柔軟に関係を構築す
ること。

第二に、長期共生には非対称性の
維持が不可欠であり、同質化は協力
を対立へと変えること。

第三に、協力には常に退出メカニ
ズムと防護策を備え、理性的距離を
保つことである。

さらに、ゲーム理論の時代には、
ルールに従うだけでは生き残れない。
ルールを形成し、読み解く力こそが戦
略の核心となる。規制・アルゴリズム・
エコシステムの変化を敏感に察知し、

「予測→パイロット→拡大」の循環を
組織内に構築し、「先駆者にも犠牲者
にもならない」リズムを保つことが求
められる。

今日の企業戦略は、市場四象限や
SWOT分析だけでは捉えきれない。あ
らゆる判断はシグナルとなり、あらゆ
る行動は相手の応答を誘発し、構造
変化はルールの書き換えとなる。企業
は、この動的な相互作用そのものを
戦略の中心に据えるべきである。
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マンション取引規制
転売抑制で投機防止へ

『日経中文網』が紹介した、不動産調査会
社・東京カンテイによる10月の調査結果によ
れば、東京23区の中古マンションの9月の平均
希望売却価格は、前月比2.9％増となり、70㎡
あたり1億1034万円（約515.05万元）に達し
た。これは初めて1億1000万円の壁を突破し
た数値である。

新築物件の供給が少なくなったことが中古市
場を活発にし、さらに株価の上昇を背景に、
国内外の富裕層が中古物件への投資意欲を高
めている。これにより、中古マンション価格は
23区で1997年以来、17カ月連続で最高値を
更新している。また、東京圏で築約10年の住
宅の価格は、新築購入時と比べ平均で5割上
昇している。

お 金がさらにお
金を生み、利益が
利益を呼ぶ――そ
んな「夢のような資
産増殖」は、日本の
不動産市場ではけ
っして実現しにくい
ものではない。
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疑いようもなく、不動産投資は「目
に見える利益」が得られる方法であ
る。しかし、今後はこの利益が簡単
には得られなくなる可能性が高い。

共同通信が11月18日に伝えたとこ
ろによると、日本不動産協会はマン
ションの転売を禁止する対応方針を
まとめたことが分かった。対象となる
のは実際の引き渡し時点であり、新
築物件に限られない。

つまり、中古物件であっても、たと
え手付金を支払い購入手続きが完了
していても、引き渡し前に他人へ直
接転売することは禁じられた。分かり
やすく言えば、仮購入してすぐ他人
に名義を渡すような投機的取引（い
わゆる「橋渡し購入」）が明確に禁
止されたということになる。

この方針は、日本の不動産会社が
一体となって取った行動とみられる。
日本不動産協会には三井不動産、三
菱地所、住友不動産、野村不動産と
いった大手企業を含む約160社が加
盟しており、これら企業は東京におけ
る新築マンション供給の90％以上を
握っている。

現時点でこの方針は、加盟企業す
べてにすぐ実行を義務づけているわ
けではない。だが、日本が「投機的
な不動産購入を抑える方向に舵を切
った」ことを明確に示すものだ。

近年の不動産価格上昇には、建築
材料費や人件費の高騰といった複数
の要因が影響しているのは事実であ
る。だが、最も大きな要因の一つは、
海外資本による短期転売を目的とし
た投機的売買が頻発していることだと
指摘されている。そのため、取引期
間を長く設定することが、価格上昇
を抑える手段のひとつと考えられてい
る。

今回、不動産協会の方針が示され
たのは突然ではない。今年7月には
すでにその兆しがあった。東京都千
代田区が不動産協会に対し、要請を
出していたのだ。

それは、①総合設計などの都市開
発関連制度を活用する事業や、市街
地再開発事業（今後、許認可等を受
ける事業）において販売されるマン
ションについては、購入者が引き渡
しを受けた日から原則5年間、転売
できない旨の特約を付すこと。②再
開発等により販売されるマンションに
ついては、同一人物（同一名義）に
よる同一建物内での複数物件の購入
を禁止すること。

これは、投機的購入を排除し、価
格の急激な上昇を抑えるための措置
であり、その根拠として「住民の声
に応えるもの」であると説明されてい
る。新築供給が限られるなか、購入
には資金力だけでなく運も必要であ
る。とくに千代田区のように地価が非
常に高い地区では、新築マンション
は抽選制となることが多く、抽選倍率
は高い。その結果、本当に購入を希

望している人よりも、投機目的で多く
申し込みを行う者のほうが当選しやす
く、市場の公平性が損なわれている。

千代田区は、投機的購入者が通常
1〜3年で利益確保を狙っているため、
転売禁止期間を5年に延長することで
短期的な価格上昇を抑制し、長期的
には価格の正常化を促す狙いがある
と説明している。さらに、いまものを
持っている者が次の利益を狙ってい
る状況に歯止めをかけ、本当に必要
としている人に購入のチャンスを与え
ることも目的としている。

千代田区は日本の政治の中心であ
るだけでなく、住宅価格も23区内で
最も高い地域である。その千代田区
が率先して「新築物件は引き渡し後
5年間転売禁止」という措置を取った
ことは、日本の不動産取引の流れを
示す象徴的な動きとなった。その後
を追う形で、不動産協会が「引き渡
し前の転売禁止」の方針を示したこ
とは、千代田区の方針への応答であ
ると同時に、その効果を全国へ広げ
るものでもある。

「契約締結日から正式な引き渡し日
まで、いかなる形でも転売を禁止す
る」。こうした条項が今後の契約書に
明記される見通しであり、違反時の
対応についても業界で統一される方
向にある。まさに、「広く大量に住宅
を転売目的で購入することは、もは
や難しくなる」という流れが明確にな
ったといえる。
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近年、日本の不動産市場は世界の
投資家から注目されている。資産とし
ての安定性や低金利などに加え、市
場が比較的オープンであることから、
多くの外国資本が流れ込んでいる。
特に住宅価格の上昇により、中古住
宅が「投資商品」として扱われるよ
うになったことが大きな要因である。

『日経中文網』が2024年10月31
日に紹介した日本の不動産調査会
社・東京カンテイの統計によると、
東京圏で築10年ほどの住宅の価格
は、新築時の購入価格と比べて平均
で約5割上昇している。東京都千代
田区や港区など都心の人気地域で

は、物件によっては3倍以上の価格
になっている場合もある。多くの投資
家にとっては、「通り過ぎるだけでは
惜しい」と言える魅力的な収益機会
となっている。

しかし、このように一見「確実に
利益が出る」ように思える投資には、
国家安全保障や土地利用の規制な
ど、さまざまな法的制限や申告義務
が関係している。つまり、外国人が
日本で不動産を購入することは完全
に自由ではなく、制度をしっかり理解
した上で慎重に進めなければならない。

日本は、不動産の所有について外
国人に比較的寛容な国とされている

が、もともとそうであったわけではな
い。明治時代には外国人による土地
取得が全面的に禁止されていたが、
1925年に制定された「外国人土地
法」によって、例外的に取得が認め
られるようになった。現在の規制は

「全面禁止」というよりも、「安全保
障上の観点からの事前チェック」と
いった「予防的な管理」が主体とな
っており、その主な法律は2021年施
行の「重要土地等調査法」と「外為
法（外国為替及び外国貿易法）」で
ある。
「重要土地等調査法」では、外国

人による土地購入自体は禁止されて
いない。ただし、防衛施設や海上保
安庁施設、原子力発電所、空港の周
辺約1000メートル、また国境に近い
離島などを「制限区域」として設定し、
これらの区域で土地を売買・賃貸す
る場合には、事前または事後に申告
しなければならない仕組みとなって
いる。

さらに「外為法」によれば、日本
に住んでいない外国人が日本で不動
産を取得する場合は、「資本取引」
とみなされ、取得後20日以内に日本

外国人の日本不動産
取得の法的根拠



東洋投資 47

NEWS
ホットニュース

銀行を通じて財務大臣に申告する必
要がある。申告は本人だけでなく、
仲介会社などが代理で行うこともでき
るが、その際、必要な書類の提出が
求められる。日本に住んでいる外国
人であれば住民票や在留カード、海
外居住者や短期滞在者であれば宣誓
書や署名証明書などの提出が必要に
なる。また、不動産購入時には所有
権移転登記が必要であり、厳格な本
人確認も行われる。これはマネーロ
ンダリングなどの違法行為を防止す
るためである。

とはいえ、すべての不動産取引で
申告が必要になるわけではない。初
めて自分が住むために住宅を購入す
る場合は申告が不要とされるが、別
荘や2件目以降の住宅購入の場合に
は申告が必要である。また、非営利
目的の事業用としての取得や、非居
住者の事務所として取得する場合な
ど、一部のケースでは申告が免除さ
れる場合もある。

法律や政策の面では、外国人によ
る住宅購入は認められているものの、
近年は国際情勢や日本国内の住宅価
格高騰などを背景に、その行為は単

なる市場取引ではなく、国家の安全
保障や社会問題にも関係するものと
して捉えられるようになっている。そ
のため、「購入者」が「投機的な買
い手」と見なされることもある。

住宅よりも、特に土地の取得に対
して日本政府は一層注意を払ってい
る。2024年12月には、立憲民主党
と日本維新の会が「外国人土地取
得制限法案」を再度衆議院に提出し
た。同時に、税制面や土地利用の段
階から規制を強化する方向性につい
ても、各政党で議論が続いている。

高市早苗内閣も、外国人による土
地購入には規制が不十分な部分があ

るとし、登記制度や用途審査の強化
を進める姿勢を示している。違法取
得と判断された場合には、外国人や
法人に対して在留資格や経営管理許
可の更新を認めない可能性がある。

今後、外国人が日本で不動産を購
入するには、「重要土地等調査法」や

「外為法」に基づく現行ルールを守
ることはもちろん、国会での法改正
の動きも注視し、規制強化が予想さ
れる場合には前もって対応を検討し
ておくことが求められる。制度を理解
し、法律を尊重する姿勢があればこ
そ、安全で安定した資産形成と投資
成果を実現することができる。
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